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トーレンス式登記制度における覆滅不可能性の意義をめぐる二つの解釈
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一　

は
じ
め
に

　

理
想
と
さ
れ
る
不
動
産
登
記
制
度
の
目
的
は
、
不
動
産
に
関
す
る
権
利
関
係
を
正
確
か
つ
迅
速
に
登
記
上
に
公
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、

不
動
産
取
引
の
安
全
性
お
よ
び
円
滑
性
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
あ（
1
）る。

不
動
産
取
引
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
実
体
上
の
権
利
関

係
と
登
記
上
の
記
載
と
を
恒
常
的
に
符
合
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ（
2
）う。
し
か
し
、
実
体
上
の
権
利
関
係
と
登
記
上
の
記
載
と
を
常
に

一
致
さ
せ
る
こ
と
は
事
実
上
困
難
で
あ
り
、
両
者
に
齟
齬
が
生
じ
た
場
合
、
真
の
権
利
者
と
登
記
名
義
人
と
の
間
に
お
い
て
利
益
調
整
を

行
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　

利
益
調
整
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
各
国
と
も
様
々
な
手
法
を
用
い
て
い
る
。
例
え
ば
日
本
に
お
け
る
真
の
権
利
者
と
登
記
名
義
人
と
の

利
益
調
整
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
民
法
九
四
条
二
項
類
推
適
用
論
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
は
登
記
に
公
信
力
を
認
め
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、
登
記
の
記
載
内
容
を
信
頼
し
取
引
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
前
主
の
登
記
名
義
人
が
登
記
に
記
載
さ
れ
て
い
る
通
り
に
実
体

上
の
権
利
を
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
現
在
の
登
記
名
義
人
は
真
の
権
利
者
か
ら
登
記
の
回
復
（
抹
消
登
記
手
続
ま
た
は
移

転
登
記
手
続
）
請
求
を
受
け
る
こ
と
と
な（
3
）る。
し
か
し
、
真
の
権
利
者
に
実
体
上
の
権
利
関
係
と
登
記
の
記
載
と
の
間
に
齟
齬
を
生
じ
さ

せ
た
帰
責
性
、
す
な
わ
ち
虚
偽
の
外
観
作
出
に
対
す
る
帰
責
性
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
登
記
の
記
載
内
容
を
信
頼
し
取
引
を
行
っ
た
善

意
の
第
三
者
の
利
益
保
護
を
例
外
的
に
認
め
る
、
民
法
九
四
条
二
項
類
推
適
用
論
が
判
例
に
よ
り
発
展
を
み
せ
て
き
た
。

　

そ
こ
で
、
可
能
な
限
り
公
平
性
を
保
ち
な
が
ら
真
の
権
利
者
と
登
記
名
義
人
と
の
利
益
調
整
を
ど
の
よ
う
に
行
う
べ
き
か
と
い
う
観
点

か
ら
、
本
稿
で
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
中
心
に
展
開
を
み
せ
て
い
る
土
地
登
記
制
度
、
通
称
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
（Torrens 

System

）
に
着
目
す（
4
）る。
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
は
、
覆
滅
不
可
能
性
（indefeasibility

）
に
よ
り
登
記
名
義
人
の
権
原
（title

）
の
有

効
性
お
よ
び
適
法
性
を
保
護
し
て
い
る
。
し
か
し
、
常
に
登
記
名
義
人
に
対
し
て
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
が
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
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真
の
権
利
者
に
対
し
て
も
登
記
回
復
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ト
ー
レ
ン
ス
・

シ
ス
テ
ム
は
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
登
記
名
義
人
の
利
益
を
保
護
し
、
そ
の
例
外
と
し
て
真
の

権
利
者
の
利
益
保
護
を
行
っ
て
い
る
。
日
本
は
原
則
と
例
外
が
反
対
と
な
る
利
益
調
整
の
方
法
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ト
ー
レ
ン

ス
・
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
る
登
記
名
義
人
の
権
原
保
護
に
関
す
る
要
件
お
よ
び
効
果
、
ま
た
権
原
の
覆
滅
不

可
能
性
の
妥
当
範
囲
が
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
き
決
さ
れ
て
い
る
の
か
に
関
し
て
は
大
変
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
本
稿
は
、
権
原

の
覆
滅
不
可
能
性
の
妥
当
範
囲
を
探
究
す
る
た
め
の
第
一
段
階
と
し
て
、
覆
滅
不
可
能
性
の
概
要
を
確
認
し
（
第
二
章
）、
覆
滅
不
可
能

性
に
関
す
る
判（
5
）例の

分
析
を
通
し
て
、
そ
の
意
義
を
め
ぐ
る
解
釈
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
試
み
（
第
三
章
）、
最
後
に
覆
滅
不
可
能
性
の

妥
当
範
囲
を
探
究
す
る
う
え
で
今
後
必
要
と
な
る
検
討
課
題
を
提
示
す
る
（
第
四
章
）
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二　

権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
概
説

　

ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
導
入
以
前
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
か
つ
て
イ
ギ
リ
ス
植
民（
6
）地で
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
的
背
景
か
ら
、
イ

ギ
リ
ス
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
不
動
産
登
記
制
度
、
オ
ー
ル
ド
・
シ
ス
テ
ム
（old system

）
が
採
用
さ
れ
て
い（
7
）た。
オ
ー
ル
ド
・

シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
不
動
産
取
引
方
法
は
、
土
地
に
対
す
る
権
利
関
係
の
私
的
な
調
査
に
基
づ
き
不
動
産
譲
渡
証
書
（deed

）
を
作
成
し
、

こ
れ
を
譲
受
人
に
対
し
て
交
付
す
る
も
の
で
あ
っ（
8
）た。
ま
た
不
動
産
取
引
に
お
い
て
は
有
効
な
権
原
の
譲
渡
と
い
う
事
実
の
連
鎖
が
重
要

視
さ
れ
て
お
り
、
不
動
産
の
購
入
を
希
望
す
る
者
は
過
去
の
膨
大
な
不
動
産
譲
渡
証
書
を
遡
っ
て
権
原
の
譲
渡
に
瑕
疵
が
存
在
し
な
い
こ

と
を
調（
9
）査（

以
下
、
権
原
の
歴
史
的
調
査
と
い
う
）
し
、
不
動
産
取
引
を
行
う
必
要
性
が
あ
っ
）
10
（
た
。
こ
の
よ
う
な
取
引
の
複
雑
性
か
ら
、

オ
ー
ル
ド
・
シ
ス
テ
ム
は
植
民
初
期
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
馴
染
ま
ず
、
国
民
か
ら
は
不
動
産
取
引
制
度
の
改
革
を
熱
望
す
る
声
が
上

が
っ
）
11
（

た
。
そ
こ
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
ロ
バ
ー
ト
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ト
ー
レ
ン
ス
）
12
（

卿
（Sir Robert Richard Torrens

）
に
よ
り
新
た
な
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土
地
登
記
制
度
、
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
が
立
案
さ
れ
）
13
（
た
。
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
設
立
目
的
は
、
オ
ー
ル
ド
・
シ
ス
テ
ム
に
お

い
て
不
動
産
の
購
入
希
望
者
に
対
し
て
課
さ
れ
て
い
た
、
権
原
の
歴
史
的
調
査
を
廃
止
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
）
14
（

る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
設
立
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
不
動
産
取
引
に
よ
り
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人

の
権
原
の
保
護
が
必
要
不
可
欠
と
な
）
15
（
る
。
本
章
で
は
、
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
最
も
特
徴
的
な
登
記
の
効
力
で
あ
り
、
登
記

名
義
人
の
権
原
の
保
護
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
、
お
よ
び
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
り
、
権
原
を
喪
失
し
た
者

に
対
す
る
救
済
手
段
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
補
償
基
金
（assurance fund

）
制
）
16
（
度
の
概
要
を
確
認
す
る
。

㈠　

権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
概
要

　

権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
は
、
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
根
幹
を
支
え
る
登
記
の
効
力
で
あ
）
17
（

る
。
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
と
は
、
現
在

の
登
記
名
義
人
は
前
主
の
権
原
に
存
在
し
て
い
た
瑕
疵
を
理
由
と
し
て
そ
の
利
害
関
係
人
か
ら
非
難
を
受
け
ず
、
登
記
上
に
記
載
さ
れ
て

い
る
権
利
関
係
と
相
反
す
る
請
求
か
ら
の
保
護
を
受
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
）
18
（

る
。
ま
た
、
登
記
上
に
記
載
さ
れ
て
い
る
権
利
関
係
が
実
体

上
に
お
い
て
も
同
様
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
た
め
、
登
記
は
登
記
上
に
記
録
さ
れ
て
い
る
権
利
が
登
記
名
義
人
に

対
し
て
事
実
上
適
法
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
の
決
定
的
な
証
拠
と
し
て
、
訴
訟
上
の
取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と
と
な
）
19
（
る
。

　

権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
は
、
不
動
産
上
の
権
）
20
（

益
（estate and interest

）
に
お
け
る
登
記
名
義
人
の
権
原
に
対
し
て
保
護
を
与
え
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
が
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ

ム
で
は
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
登
記
名
義
人
を
、
善
意
（bona fide, in good faith

）
の
登
記
名
義
人
に
制
限
し
て

お
り
、
害
）
21
（
意
（fraud

）
を
も
っ
て
不
動
産
取
引
を
行
っ
た
登
記
名
義
人
に
対
し
て
は
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
る
保
護
が
認
め
ら
れ

な
）
22
（

い
。
例
え
ば
、
不
動
産
を
売
却
す
る
意
思
の
な
い
真
の
権
利
者
Ｘ
を
売
主
と
し
て
、
買
主
Ｙ
が
利
己
的
に
不
動
産
売
買
契
約
を
偽
造
し
、

Ｙ
に
対
す
る
所
有
権
移
転
登
記
を
行
っ
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
Ｙ
は
害
意
を
も
っ
て
登
記
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
権
原
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の
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
よ
っ
て
真
の
権
利
者
Ｘ
は
、
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
、
剝
奪

さ
れ
た
登
記
の
回
復
請
求
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

㈡　

補
償
基
金
制
度
の
概
要

　

ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
で
は
、
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
り
権
原
を
喪
失
し
た
真
の
権
利
）
23
（
者
に
対
す
る
損
失
補
償
制
度
と
し
て
補
償
基
金

を
設
け
て
い
）
24
（

る
。
こ
の
補
償
基
金
は
、
公
的
な
損
失
補
償
制
度
と
し
て
国
家
に
よ
る
運
営
が
行
わ
れ
て
い
）
25
（

る
。
補
償
基
金
の
財
源
は
、
登

記
申
請
者
の
登
記
手
数
料
と
共
に
徴
収
さ
れ
て
い
る
真
の
権
利
者
に
対
す
る
権
原
喪
失
時
の
保
険
料
で
あ
）
26
（
る
。
ま
た
補
償
基
金
は
、
登
記

官
の
職
務
に
よ
り
生
じ
た
損
失
、
す
な
わ
ち
登
記
官
の
不
正
行
為
、
職
務
懈
怠
ま
た
は
過
失
に
よ
り
実
体
上
と
異
な
る
権
利
関
係
が
登
記

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
失
、
な
ら
び
に
真
の
権
利
者
で
な
い
者
の
詐
欺
ま
た
は
そ
の
他
の
不
正
行
為
に
よ
る
登
記
申
請
に
お
い
て
、

登
記
官
が
そ
の
不
正
な
事
実
を
発
見
で
き
ず
不
実
の
権
利
関
係
が
登
記
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
失
に
、
補
償
の
対
象
を
制
限
し
て

い
）
27
（

る
。

㈢　

小　

括

　

ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
は
、
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
で
あ
っ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
、
ト
ー
レ
ン
ス
卿
に
よ
り
新
た
に
立
案
さ
れ

た
土
地
登
記
制
度
で
あ
る
。
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
で
は
、
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
り
登
記
名
義
人
の
権
原
を
保
護
す
る
こ
と
の
み
な
ら

ず
、
補
償
基
金
に
よ
り
権
原
を
喪
失
し
た
真
の
権
利
者
に
対
し
て
も
損
失
補
償
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
不
動
産
権
原
の
保
有
者
に

対
す
る
多
角
的
な
保
護
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
は
、
不
動
産
取
引
の
安
全
性
お
よ
び
円
滑
性
の
向
上
だ
け
で
は
な
く
、
国
民
の
登
記
に
対

す
る
信
頼
の
向
上
に
も
資
す
）
28
（

る
も
の
で
あ
る
。
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三　

権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
意
義
を
め
ぐ
る
解
釈

　

ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
は
、
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
、
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
る
権
原
の
保
護
を
認
め
て
い

る
。
で
は
、
次
の
よ
う
な
事
）
29
（

例
に
お
い
て
も
、
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
が
適
用
さ
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
土
地
の
所
有
者
Ｘ
は
、
自
身
の
土
地
に
関
す
る
権
原
証
明
）
30
（
書
（certificate of title

）
を
Ａ
に
奪
わ
れ
て
し

ま
っ
た
。
Ａ
は
自
身
が
Ｘ
本
人
で
あ
る
と
偽
り
、
売
主
Ｘ
の
サ
イ
ン
を
偽
造
し
た
う
え
で
、
買
主
Ｙ
と
の
間
で
Ｘ
の
土
地
の
売
買
契
約
を

行
っ
た
。
偽
造
さ
れ
た
売
買
契
約
に
基
づ
き
、
Ｙ
は
善
意
で
所
有
権
移
転
登
記
を
獲
得
し
た
。
Ａ
に
よ
る
Ｘ
Ｙ
間
の
売
買
契
約
の
偽
造
に

関
し
て
、
Ｘ
お
よ
び
Ｙ
に
は
こ
の
偽
造
に
対
す
る
帰
責
性
が
な
）
31
（

い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
真
の
権
利
者
Ｘ
は
偽
造
さ
れ
た
売
買
契
約
の

無
効
を
理
由
と
し
て
、
自
己
に
登
記
名
義
を
回
復
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
登
記
名
義
人
Ｙ
は
善
意
で
登

記
を
獲
得
し
た
こ
と
に
基
づ
き
、
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
る
権
原
の
保
護
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
け
る
真

の
権
利
者
Ｘ
と
登
記
名
義
人
Ｙ
と
の
利
益
調
整
に
関
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
判
例
は
、
権
原
の
覆
滅
不
可

能
性
の
意
義
つ
い
て
二
つ
の
解
釈
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
方
が
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
（deferred indefeasibility

）
で

あ
り
、
他
方
が
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
（im

m
ediate indefeasibility

）
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
意
義
を
め
ぐ
る

二
つ
の
解
釈
の
内
容
を
判
例
に
基
づ
き
確
認
す
る
。

㈠　

延
期
的
覆
滅
不
可
能
性

　

延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
と
は
、
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
に
お
い
て
は
、
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
で
あ
っ
て
も
、
覆
滅

不
可
能
性
に
よ
る
権
原
の
保
護
が
認
め
ら
れ
な
い
と
解
す
る
も
の
で
あ
）
32
（
る
。
例
え
ば
真
の
権
利
者
Ｘ
の
権
原
証
明
書
を
奪
っ
た
Ａ
が
、
自
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身
は
Ｘ
本
人
で
あ
る
と
偽
り
、
売
主
Ｘ
の
サ
イ
ン
を
偽
造
し
た
う
え
で
、
買
主
Ｙ
と
Ｘ
の

土
地
の
売
買
契
約
を
行
っ
た
場
合
に
、
登
記
名
義
人
Ｙ
が
善
意
で
登
記
を
獲
得
し
た
と
し

て
も
、
Ｙ
は
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
る
権
原
の
保
護
を
受
け
な
い
。
よ
っ
て
、
Ｘ
は
Ａ
に
よ

り
偽
造
さ
れ
た
売
買
契
約
の
無
効
を
理
由
と
し
て
、
Ｙ
に
対
し
て
登
記
回
復
請
求
権
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
て
登
記
回
復
請
求
権
を
行
使
す
る
以

前
に
、
Ｙ
が
善
意
の
第
三
者
Ｚ
と
の
間
で
さ
ら
に
Ｘ
の
土
地
に
お
け
る
売
買
契
約
を
行
い
、

Ｙ
か
ら
Ｚ
へ
所
有
権
移
転
登
記
が
行
わ
れ
た
場
合
、
善
意
の
登
記
名
義
人
Ｚ
の
権
原
は
覆

滅
不
可
能
性
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
結
果
、
Ｘ
は
Ｚ
に
対
し
て
登
記
回

復
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
（
図
１
参
照
）。
す
な
わ
ち
、
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
と
は
、
偽
造
さ
れ
た
不
動
産

取
引
の
取
引
当
事
者
間
に
お
い
て
は
、
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
で
あ
っ
て
も
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
主
張
す
る
こ
と
は

認
め
ら
れ
な
い
が
、
さ
ら
に
そ
の
登
記
名
義
人
か
ら
善
意
の
第
三
者
に
対
し
て
登
記
の
移
転
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
善
意
の
第
三
者
は

権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
が
善
意
の
第
三
者
の
出
現
ま
で
延
期
さ
れ
る

と
解
す
る
も
の
で
あ
）
33
（

る
。
で
は
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
は
、
判
例
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

1
　Gibbs

事
）
34
（

件
（Gibbs v M

esser

）

　

G
ibbs

事
件
は
、
真
の
所
有
権
者
Ｘ
（
原
告M

esser

）
の
土
地
（
以
下
、
本
件
土
地
と
い
う
）
上
に
設
定
さ
れ
て
い
る
譲
渡
抵
当
権
に
対

す
る
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
め
ぐ
り
、
Ｘ
と
譲
渡
抵
当
権
者
Ｙ
（
被
告M

cIntyres

）
が
争
っ
た
事
案
で
あ
る
。
本
件
土
地
の
真
の
所
有

権
者
Ｘ
は
、
ソ
リ
シ
タ
）
35
（

ー
（solicitor

）
Ａ
（
被
告Cressw

ell

）
に
対
し
て
、
本
件
土
地
の
売
買
権
限
お
よ
び
権
原
証
明
書
を
授
与
し
て
い

た
。
Ａ
が
売
主
Ｘ
か
ら
買
主
Ｐ
（
架
空
人
物Cam

eron

）
に
対
す
る
本
件
土
地
の
売
買
契
約
を
偽
造
し
た
た
め
、
Ｐ
が
本
件
土
地
の
所
有

X Y

A（取引を偽造） Z

図１　延期的覆滅不可能性
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権
者
と
し
て
登
記
さ
れ
た
。
さ
ら
に
Ａ
は
、
借
入
金
の
横
領
を
目
的
と
し
て
、
Ａ
自
ら
借
主
Ｐ
の
代
理
人
と
な
り
、
貸
主
Ｙ
と
の
間
で
金

銭
消
費
貸
借
契
約
を
行
っ
た
。
こ
の
時
Ａ
は
、
Ｐ
の
債
務
保
証
を
目
的
と
し
て
Ｙ
に
対
す
る
譲
渡
抵
当
権
（m

ortgage

）
を
本
件
土
地
上

に
設
定
し
た
。
譲
渡
抵
当
権
の
設
定
に
際
し
て
、
Ａ
は
Ｐ
の
サ
イ
ン
を
偽
造
し
た
が
、
Ｙ
は
こ
の
偽
造
に
関
し
て
善
意
で
あ
っ
た
。
現
在

本
件
土
地
の
登
記
上
に
は
、
所
有
権
者
Ｐ
、
譲
渡
抵
当
権
者
Ｙ
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
Ｘ
は
Ｘ
Ｐ
間
の
売
買
契
約
お
よ
び
Ｙ
に
対
す
る
譲

渡
抵
当
権
の
設
定
が
偽
造
に
よ
り
無
効
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
Ｐ
の
所
有
権
お
よ
び
Ｙ
の
譲
渡
抵
当
権
を
登
記
か
ら
抹
消
し
、
Ｘ
を

本
件
土
地
の
所
有
権
者
と
す
る
登
記
の
回
復
を
請
求
し
）
36
（
た
。

　

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
最
高
裁
判
所
か
ら
の
上
訴
を
受
け
た
イ
ギ
リ
ス
枢
密
院
は
、
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
譲
渡
ま
た
は
譲
渡
抵
当
権
の
設
定

に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
場
合
に
は
、
善
意
の
登
記
名
義
人
は
有
効
な
権
原
を
取
得
で
き
な
い
と
し
て
、
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し

て
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
を
認
め
な
い
こ
と
を
判
示
し
た
。
さ
ら
に
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
者
は
、
不

動
産
取
引
時
の
登
記
上
の
登
記
名
義
人
と
実
際
に
取
引
を
行
っ
た
者
、
す
な
わ
ち
前
主
の
登
記
名
義
人
自
身
が
実
際
に
サ
イ
ン
を
行
っ
た

不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
に
限
ら
れ
る
こ
と
も
明
示
し
た
。
よ
っ
て
、
譲
渡
抵
当
権
者
Ｙ
は
、
ソ
リ

シ
タ
ー
Ａ
に
よ
り
偽
造
さ
れ
た
譲
渡
抵
当
権
の
設
定
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
真
の
権
利
者
Ｘ
に
よ
る
譲
渡
抵
当
権

抹
消
登
記
請
求
に
対
し
て
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
も
っ
て
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
Ｘ
に
対
し
て
Ｙ
の
譲
渡
抵
当
権
の
負
担
の
な
い

本
件
土
地
の
所
有
権
に
関
す
る
登
記
の
回
復
請
求
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

G
ibbs

事
件
は
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
意
義
を
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
判
示
し
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

ケ
ー
）
37
（

ス
で
あ
る
。G

ibbs

事
件
に
よ
り
、
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
と
は
、
偽
造
の
な
い
有
効
な
不
動

産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
の
権
原
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
の
も

と
に
お
い
て
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
は
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
を
認
め
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。G

ibbs

事
件
枢
密
院
は
、
善
意
の
登
記
名
義
人
が
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、
登
記
名
義
人
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に
害
意
の
意
図
が
存
在
し
な
い
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
不
動
産
取
引
時
の
登
記
上
の
登
記
名
義
人
と
実
際
に
取
引
を
行
う
こ
と
、
す
な
わ
ち

不
動
産
取
引
時
の
登
記
上
の
登
記
名
義
人
が
実
際
に
サ
イ
ン
を
行
っ
た
有
効
な
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
す
る
こ
と
の
必
要
性

を
示
し
て
い
る
。
例
え
ばG

ibbs

事
件
に
お
い
て
、
Ｐ
が
実
在
す
る
人
物
で
あ
り
、
Ｐ
が
実
際
に
サ
イ
ン
を
行
っ
た
譲
渡
抵
当
権
の
設

定
に
基
づ
き
、
抵
当
権
者
で
あ
る
Ｙ
が
登
記
を
獲
得
し
た
場
合
に
は
、
Ｙ
は
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
の
も
と
で
は
、
前
主
の
登
記
名
義
人
の
権
原
に
瑕
疵
が
存
在
す
る
か
否
か
は
、
現
在
の
登
記
名
義
人

に
対
す
る
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
可
否
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
偽
造
の
な
い
有
効
な
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記

を
獲
得
す
る
こ
と
が
、
現
在
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
を
認
め
る
た
め
の
要
件
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

G
ibbs

事
件
の
事
案
の
特
徴
は
、
不
動
産
取
引
に
架
空
人
物
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
不
動
産
取
引
の
無
効
の
原
因
が
偽
造
で
あ

る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
か
らG

ibbs

事
件
判
決
の
射
程
範
囲
は
、
不
動
産
取
引
に
架
空
人
物
が
介
在
し
か
つ
不
動
産

取
引
が
偽
造
さ
れ
た
場
合
に
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
しG

ibbs

事
件
枢
密
院
は
、「
偽
造
さ
れ
た
」
不
動
産
取
引
の
事

案
に
お
い
て
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
と
解
す
る
こ
と
を
明
示
し
て
お
）
38
（

り
、
こ
の
こ
と
か
ら
架
空
人
物
の
介
在

が
履
滅
不
可
能
性
の
意
義
の
解
釈
に
対
し
て
影
響
を
与
え
た
も
の
で
は
な
く
、
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
の
事
）
39
（
案
に
対
し
て
は
、G

ibbs

事
件
判
決
の
射
程
が
及
ぶ
こ
と
と
な
ろ
）
40
（

う
。

2
　Clem
ents

事
）
41
（

件
（Clem

ents v Ellis

）

　

Clem
ents

事
件
は
、
所
有
権
者
Ｐ
（H

olm
es

）
の
土
地
（
以
下
、
本
件
土
地
と
い
う
）
上
に
設
定
さ
れ
て
い
た
譲
渡
抵
当
権
の
抹
消
登

記
に
対
す
る
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
め
ぐ
り
、
抹
消
登
記
さ
れ
た
譲
渡
抵
当
権
者
Ｘ
（
原
告Ellis

）
と
本
件
土
地
の
売
買
契
約
に
基
づ

き
所
有
権
を
獲
得
し
た
登
記
名
義
人
Ｙ
（
被
告Clem

ents

）
が
争
っ
た
事
案
で
あ
る
。
本
件
土
地
の
譲
渡
抵
当
権
者
Ｘ
は
、
本
件
土
地
の

所
有
権
者
Ｐ
と
の
間
で
金
銭
消
費
貸
借
契
約
を
行
い
、
借
主
Ｐ
は
債
務
保
証
と
し
て
貸
主
Ｘ
に
対
す
る
譲
渡
抵
当
権
を
本
件
土
地
上
に
設
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定
し
た
。
Ｐ
は
Ｘ
に
対
す
る
債
務
の
弁
済
を
目
的
と
し
て
、
本
件
土
地
を
売
却
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
そ
こ
で
売
主
Ｐ
は
ソ
リ
シ
タ
ー
Ａ

（Beam
sley

）
に
買
主
Ｙ
に
対
す
る
本
件
土
地
の
売
却
を
依
頼
し
、
Ａ
は
Ｐ
Ｙ
間
の
本
件
土
地
の
売
買
契
約
を
行
っ
た
。
こ
の
売
買
契
約

に
お
い
て
、
Ｙ
に
は
Ｐ
の
Ｘ
に
対
す
る
債
務
の
弁
済
に
よ
り
Ｘ
の
譲
渡
抵
当
権
が
抹
消
さ
れ
た
本
件
土
地
を
獲
得
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
Ａ
は
本
件
土
地
の
売
買
代
金
の
一
部
を
横
領
し
、
Ｐ
に
よ
り
依
頼
さ
れ
た
Ｘ
に
対
す
る
債
務
の
弁
済
を
行
わ
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
Ａ
は
、
譲
渡
抵
当
権
者
Ｘ
の
サ
イ
ン
を
偽
造
し
、
Ｘ
の
譲
渡
抵
当
権
を
登
記
上
か
ら
抹
消
し
た
。
Ｙ
は
、
Ａ
に
よ
り
偽
造
さ
れ
た

譲
渡
抵
当
権
の
抹
消
登
記
に
関
し
て
善
意
で
あ
っ
た
。
Ｘ
の
譲
渡
抵
当
権
の
抹
消
登
記
と
Ｙ
の
所
有
権
移
転
登
記
と
が
同
時
に
行
わ
れ
、

現
在
本
件
土
地
の
登
記
上
に
は
、
Ｘ
の
譲
渡
抵
当
権
の
負
担
の
な
い
土
地
の
所
有
権
者
Ｙ
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
Ｘ
は
譲
渡
抵
当
権
抹
消

登
記
が
偽
造
に
よ
り
無
効
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
本
件
土
地
の
登
記
上
に
Ｘ
の
譲
渡
抵
当
権
を
回
復
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
。

　

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
最
高
裁
判
所
か
ら
の
上
訴
を
受
け
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
は
不
動
産
取

引
時
の
登
記
上
の
登
記
名
義
人
と
実
際
に
取
引
を
行
っ
た
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
偽
造
さ
れ
た

不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
は
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
判
示
し
た
。

ま
た
、
不
動
産
取
引
時
の
登
記
上
の
登
記
名
義
人
以
外
の
者
と
不
動
産
取
引
に
関
す
る
約
）
42
（
束
を
交
わ
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
約
束
を
も
っ

て
不
動
産
取
引
時
の
登
記
名
義
人
と
実
際
に
取
引
を
行
っ
た
不
動
産
取
引
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
示
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
件
土
地
売
買
契
約
時
の
売
主
Ｐ
の
登
記
上
に
Ｘ
の
譲
渡
抵
当
権
設
定
登
記
が
存
在
し
て
い
る
以
上
、
買
主
Ｙ
は
譲
渡

抵
当
権
者
Ｘ
と
の
間
で
有
効
な
譲
渡
抵
当
権
の
抹
消
登
記
に
関
す
る
取
引
を
行
わ
な
い
限
り
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
主
張
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
Ｘ
の
譲
渡
抵
当
権
の
負
担
の
な
い
本
件
土
地
の
所
有
権
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
Ｘ
の
譲
渡
抵
当
権
が
本
件

土
地
登
記
上
に
回
復
し
、
Ｙ
は
Ｘ
の
譲
渡
抵
当
権
の
負
担
の
あ
る
本
件
土
地
の
所
有
権
者
と
し
て
登
記
を
有
す
る
こ
と
と
な
）
43
（
る
。

　

Clem
ents

事
件
は
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
と
解
釈
す
る
こ
と
を
示
し
た
事
案
で
あ
る
。
さ
ら
にG

ibbs

事
件
と
同
様
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
主
張
す
る
者
は
、
不
動
産
取
引
時
の
登
記
上
の
登
記
名
義
人
が
実
際
に
サ
イ
ン
を
行
っ
た
有
効
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な
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
、
登
記
を
獲
得
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
も
明
示
し
て
い
る
。
例
え
ばClem

ents

事
件
に
お
い
て
、
本
件
土

地
の
売
買
契
約
時
に
売
主
Ｐ
の
登
記
上
か
ら
Ｘ
の
譲
渡
抵
当
権
が
、
偽
造
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
抹
消
登
記
さ
れ
て
い
た
場
合
、

買
主
Ｙ
は
Ｐ
と
の
売
買
契
約
に
基
づ
き
善
意
で
登
記
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
）
44
（
る
。

し
か
し
実
際
に
は
、
Ｘ
の
譲
渡
抵
当
権
が
存
在
す
る
Ｐ
の
登
記
に
基
づ
き
Ｙ
は
売
買
契
約
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
Ｙ
は
抵
当
権
者
で
あ
る

Ｘ
と
譲
渡
抵
当
権
の
抹
消
登
記
に
関
し
て
実
際
に
取
引
を
行
わ
な
い
限
り
、
Ｘ
の
譲
渡
抵
当
権
の
負
担
の
な
い
本
件
土
地
の
所
有
権
登
記

を
獲
得
し
た
と
し
て
も
、
Ｙ
は
自
身
の
獲
得
し
た
登
記
の
内
容
に
従
っ
て
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
Ｘ
の
譲

渡
抵
当
権
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
。Clem

ents

事
件
は
、
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
に
お
い
て
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
が
ま

さ
に
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
らClem

ents

事
件
判
決
の
射
程
範
囲
は
、
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
の
事
案
に
限
ら

れ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、Clem

ents

事
件
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、「
偽
造
ま
た
は
そ
の
他
の
無
効
事
由
に
よ

る
」
不
動
産
取
引
に
お
い
て
、
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
す
る
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
を
認
め
な
い
と
す
る
こ
と
を
示
し
て
お
り）

45
（

、

Clem
ents

事
件
判
決
の
射
程
は
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
に
限
定
さ
れ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
無
効
な
不
動
産
取
引
の
事
案
に
対
し
て
及
ぶ
も

の
で
あ
ろ
）
46
（
う
。

3
　
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
の
判
例
分
析

　

延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
に
よ
る
と
、
偽
造
お
よ
び
他
の
無
効
事
由
が
存
在
し
な
い
有
効
な
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得

し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
の
み
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
善
意
の
登
記
名
義
人
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
取
引
当
事
者
の
サ
イ
ン
偽
造
と
い
う
よ
う
な
無
効
原
因
が
存
在
す
る
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
場
合

に
は
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
が
適
用
さ
れ
ず
、
こ
れ
に
よ
り
無
効
な
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
権
原
を
喪
失
し
た
真
の
権
利
者
は
、
善
意
の

登
記
名
義
人
に
対
し
て
登
記
回
復
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
不
動
産
取
引
時
の
登
記
上
の
登
記
名
義
人
が
実
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際
に
サ
イ
ン
を
行
っ
た
有
効
な
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
）
47
（
人
が
出
現
す
る
ま
で
、
善
意
の
登
記
名
義
人

に
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
適
用
す
る
こ
と
が
延
期
さ
れ
続
け
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
で
は
、
オ
ー

ル
ド
・
シ
ス
テ
ム
が
課
し
て
し
た
権
原
の
歴
史
的
調
査
ま
で
は
求
め
な
い
も
の
の
、
不
動
産
取
引
当
事
者
に
当
該
取
引
の
有
効
性
に
関
す

る
調
査
を
行
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
）
48
（
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
取
引
当
事
者
に
は
、
不
動
産
取
引
時
の
登
記
上
の
登
記
名
義
人
の
存
在
お
よ
び

当
該
取
引
上
の
登
記
名
義
人
の
サ
イ
ン
の
真
実
性
を
調
査
し
、
当
該
取
引
の
有
効
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
）
49
（

る
。
な
ぜ
善
意
の
登

記
名
義
人
に
対
し
て
有
効
な
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
す
る
こ
と
が
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
を
受
け
る
う
え
で
必
要

と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
が
、
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
偽
造

さ
れ
た
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
場
合
に
ま
で
も
、
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
有
効
な
権
原
を
与
え
る
こ
と
を
法
）
50
（
律

は
規
定
し
て
い
な
い
と
い
う
理
解
に
基
づ
い
て
い
）
51
（

る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
に
お
い
て
は
、

偽
造
ま
た
は
他
の
無
効
事
由
が
存
在
し
な
い
有
効
な
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
の
み
、
権

原
の
覆
滅
不
可
能
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

㈡　

即
時
的
覆
滅
不
可
能
性

　

即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
と
は
、
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登

記
名
義
人
に
対
し
て
も
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
を
認
め
る
と
解
す
る
も
の
で
あ
）
52
（

る
。
例
え

ば
真
の
権
利
者
Ｘ
の
権
原
証
明
書
を
奪
っ
た
Ａ
が
、
自
身
は
真
の
権
利
者
Ｘ
本
人
で
あ
る
と
偽
り
、

売
主
Ｘ
の
サ
イ
ン
を
偽
造
し
た
う
え
で
、
買
主
Ｙ
と
の
間
で
Ｘ
の
土
地
の
売
買
契
約
を
行
っ
た
場
合

に
、
Ｙ
が
善
意
の
登
記
名
義
人
で
あ
れ
ば
、
Ｙ
に
対
し
て
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
る
権
原
の
保
護
が
認

め
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
、
真
の
権
利
者
Ｘ
は
偽
造
さ
れ
た
売
買
契
約
の
無
効
を
理
由
と
し
て
、
Ｙ
に

X Y

A（取引を偽造）

図２　即時的覆滅不可能性



トーレンス式登記制度における覆滅不可能性の意義をめぐる二つの解釈

317

対
す
る
登
記
回
復
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
（
図
2
参
照
）。
す
な
わ
ち
、
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
と
は
、

偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
の
取
引
当
事
者
間
に
お
い
て
も
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
が
適
用
さ
れ
、
善
意
の
登
記
名
義
人
は
直
ち
に
権
原
の

保
護
を
受
け
る
こ
と
を
意
味
す
）
53
（
る
。
で
は
判
例
に
お
い
て
、
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

1
　A

ssets
事
）
54
（

件
（A

ssets Co. Ltd. v M
ere R

oihi

）

　

Assets

事
件
は
、
真
の
権
利
者
Ｘ
（
原
告
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
原
住
民
）
の
土
地
（
以
下
、
本
件
土
地
と
い
う
）
の
所
有
権
に
対
す
る
権
原

の
覆
滅
不
可
能
性
を
め
ぐ
り
、
Ｘ
と
本
件
土
地
の
保
存
登
）
55
（

記
を
獲
得
し
た
登
記
名
義
人
Ｙ
（
被
告Assets Co.

）
が
争
っ
た
事
案
で
あ
る
。

本
件
土
地
の
真
の
所
有
権
者
Ｘ
は
、
買
主
Ａ
（Cooper

）
に
対
し
て
本
件
土
地
を
売
却
し
た
。
Ａ
へ
の
売
却
時
、
本
件
土
地
は
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
一
八
七
一
年
入
植
・
公
共
事
業
法
（Im

m
igration and Public W

orks Act of 1871

）
に
基
づ
き
公
告
が
さ
れ
て
お
り
、
公
告

期
間
中
の
私
的
な
土
地
取
引
は
無
効
と
同
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。
Ａ
は
貸
金
業
者
Ｐ
（Potter, W

ilson &
 Co

社
）
と
の
間
で
金

銭
消
費
貸
借
契
約
を
行
い
、
Ａ
の
債
務
保
証
を
目
的
と
し
て
Ｐ
に
対
す
る
譲
渡
抵
当
権
を
本
件
土
地
上
に
設
定
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
Ｐ

が
倒
産
し
た
た
め
に
、
Ｐ
の
財
産
お
よ
び
債
権
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
一
八
八
二
年
グ
ラ
ス
ゴ
ー
銀
行
法
（G

lasgow
 Bank Act of 

1882

）
に
基
づ
き
、
Ｐ
の
破
産
管
理
を
行
う
Ｙ
に
移
転
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
Ｙ
に
は
州
政
府
か
ら
本
件
土
地
の
権
原
証
明
書
が
交
付
さ
れ
、

Ｙ
は
こ
の
権
原
証
明
書
に
基
づ
き
本
件
土
地
の
保
存
登
記
を
行
っ
た
。
現
在
本
件
土
地
の
保
存
登
記
上
に
は
、
所
有
者
Ｙ
が
記
録
さ
れ
て

い
る
。
Ｘ
は
Ｘ
Ａ
間
の
本
件
土
地
の
売
却
が
法
律
の
規
定
に
違
反
し
無
効
で
あ
り
、
さ
ら
に
Ｙ
が
本
件
土
地
の
保
存
登
記
を
害
意
を
も
っ

て
獲
得
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
本
件
土
地
の
所
有
権
が
Ｘ
に
帰
属
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
控
訴
裁
判
所
か
ら
の
上
訴
を
受
け
た
イ
ギ
リ
ス
枢
密
院
は
、
法
律
の
規
定
違
反
に
よ
る
無
効
な
不
動
産
取
引
に
基

づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
害
意
な
く
登
記
名
義
人
が
登
記
を
獲
得
し
た
場
合
に
は
、
登
記
名
義
人
に
対
し
て
権
原
の
覆
滅
不
可
能

性
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
判
示
し
た
。
さ
ら
に
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
土
地
譲
渡
法
（Land Transfer Act

）
は
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
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が
適
用
さ
れ
る
登
記
名
義
人
を
「
登
記
さ
れ
て
い
る
者
か
ら
善
意
で
土
地
を
購
入
し
た
者
」
と
定
め
て
い
る
が
、
保
存
登
記
に
基
づ
く
登

記
の
獲
得
と
私
人
間
の
取
引
に
基
づ
く
登
記
の
獲
得
と
を
合
理
的
に
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
保
存
登
記
の
登
記
名
義
人
に

対
し
て
も
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
示
し
た
。
よ
っ
て
、
Ｙ
は
本
件
土
地
の
保
存
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名

義
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
る
権
原
の
保
護
が
認
め
ら
れ
、
真
の
権
利
者
Ｘ
は
本
件
土
地
の
所
有
権
が
自
身
に
帰
属
す
る

こ
と
を
Ｙ
に
対
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

　

Assets

事
件
は
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
と
解
釈
し
、
法
律
の
規
定
違
反
に
よ
る
無
効
な
不
動
産
取
引
に

基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
、
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
を
認
め
た
事
案
で
あ
る
。Assets

事
件
の

事
案
の
特
徴
は
、
登
記
名
義
人
が
獲
得
し
た
登
記
が
、
保
存
登
記
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。Assets

事
件
枢
密
院
は
、
保
存
登

記
の
場
合
と
私
的
な
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
場
合
と
を
合
理
的
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ら
にG

ibbs

事
件

枢
密
院
判
決
に
お
い
て
も
保
存
登
記
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
を
否
定
す
る
言
及
が
な
い
と
し
て
、
保
存

登
記
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
も
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
）
56
（

た
。
よ
っ
てAssets

事
件
枢
密
院
判
決
に
よ
り
、

保
存
登
記
登
記
名
義
人
に
対
す
る
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
が
確
定
す
る
こ
と
と
な
っ
）
57
（
た
。
ま
たAssets

事
件
は
、
偽
造
さ
れ
た

不
動
産
取
引
に
お
い
て
登
記
名
義
人
に
対
す
る
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
可
否
を
争
っ
た
事
案
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら

Assets

事
件
判
決
の
射
程
範
囲
は
、
善
意
の
登
記
名
義
人
が
獲
得
す
る
登
記
の
種
類
は
問
わ
な
い
が
、
不
動
産
取
引
の
無
効
原
因
を
法

律
の
規
定
違
反
に
制
限
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

2
　Boyd

事
）
58
（
件
（Boyd v M

ayor of W
ellington

）

　

Boyd

事
件
は
、
真
の
権
利
者
Ｘ
（
原
告Boyd

）
の
土
地
（
以
下
、
本
件
土
地
と
い
う
）
の
所
有
権
に
対
す
る
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を

め
ぐ
り
、
Ｘ
と
公
共
事
業
を
目
的
と
し
て
本
件
土
地
を
収
用
し
た
企
業
Ｙ
（
被
告the W

ellington Co.

）
が
争
っ
た
事
案
で
あ
る
。
Ｘ
が
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所
有
し
て
い
た
本
件
土
地
は
、
市
電
軌
道
の
建
設
を
目
的
と
し
て
市
に
収
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
本
件
土
地
の
所
有
権
を
公
共
事
業
を

担
当
す
る
Ｙ
に
移
転
す
る
旨
の
収
用
宣
言
が
官
報
に
お
い
て
公
告
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
一
九
〇
八
年
公
共
事
業
法

（Public W
orks Act of 1908

）
に
基
づ
き
こ
の
収
用
宣
言
は
登
記
さ
れ
、
Ｙ
に
対
す
る
本
件
土
地
の
所
有
権
移
転
登
記
が
行
わ
れ
た
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
一
九
〇
八
年
公
共
事
業
法
に
は
、
土
地
の
収
用
に
あ
た
り
政
府
お
よ
び
土
地
所
有
者
か
ら
承
諾
を
受
け
る
必
要
が
あ

り
、
こ
れ
に
違
反
し
た
土
地
収
用
は
無
効
で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
本
件
土
地
の
収
用
に
際
し
て
、
同
法
の
規
定
に
基

づ
く
承
諾
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
現
在
本
件
土
地
の
登
記
上
に
は
、
所
有
権
者
Ｙ
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
Ｘ
は
本
件
土
地
の
収
用
が
、

法
律
の
規
定
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
、
Ｘ
を
本
件
土
地
の
所
有
権
者
と
し
て
登
記
に
回
復
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
。

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
控
訴
裁
判
所
は
、
法
律
の
規
定
違
反
に
よ
る
無
効
な
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義

人
に
対
し
て
は
、
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
る
権
原
の
保
護
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
判
示
し
た
。
さ
ら
に
Ｘ
の
土
地
収
用
を
行
っ
た
Ｙ
は
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
一
九
〇
八
年
市
電
軌
道
法
（Tram

w
ays Act of 1908

）
に
基
づ
き
市
電
軌
道
の
建
設
を
目
的
と
す
る
土
地
の
収
用
に

関
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
一
九
〇
八
年
市
電
軌
道
法
の
も
と
に
お
い
て
実
行
さ
れ
た
土
地
収
用

は
、
政
府
お
よ
び
土
地
所
有
者
か
ら
の
承
諾
を
必
要
と
し
な
い
と
し
て
、
本
件
土
地
の
収
用
宣
言
が
有
効
で
あ
る
こ
と
も
示
し
た
。
よ
っ

て
、
Ｙ
は
本
件
土
地
の
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
が
適
用
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
Ｘ

の
Ｙ
に
対
す
る
本
件
土
地
所
有
権
の
回
復
登
記
請
求
は
退
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
）
59
（
る
。

　

Boyd

事
件
は
、
法
律
の
規
定
違
反
に
よ
る
無
効
な
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
、
害
意
な
く
登
記
を
獲
得
し
た
登
記
名
義
人
に
対
し
て
権

原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
適
用
し
、
権
原
の
履
滅
不
可
能
性
を
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
と
解
す
る
こ
と
を
示
し
た
事
案
で
あ
る
。Boyd

事

件
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
控
訴
裁
判
所
は
、G

ibbs

事
件
枢
密
院
判
決
の
射
程
が
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
の
事
案
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
と
し
て
、
不
動
産
取
引
の
無
効
原
因
が
法
律
の
規
定
違
反
で
あ
るBoyd
事
件
に
対
し
て
は
、G

ibbs

事
件
枢
密
院
判
決
の
射
程
が

及
ば
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
）
60
（
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、Boyd

事
件
判
決
の
射
程
範
囲
は
、
法
律
の
規
定
違
反
に
基
づ
く
無
効
な
不
動
産
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取
引
の
事
案
に
制
限
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

3
　Frazer

事
）
61
（
件
（Frazer v W

alker

）

　

Frazer
事
件
は
、
Ｘ
（
原
告Frazer

）
と
Ｘ
の
妻
Ａ
が
共
同
所
有
す
る
土
地
（
以
下
、
本
件
土
地
と
い
う
）
の
所
有
権
に
対
す
る
権
原
の

覆
滅
不
可
能
性
を
め
ぐ
り
、
Ｘ
と
本
件
土
地
上
に
設
定
さ
れ
て
い
た
譲
渡
抵
当
権
の
実
行
に
よ
り
所
有
権
を
獲
得
し
た
登
記
名
義
人
Ｚ

（
被
告W

alker

）
が
争
っ
た
事
案
で
あ
る
。
本
件
土
地
の
共
同
所
有
者
で
あ
る
Ｘ
お
よ
び
Ａ
は
、
貸
主
Ｐ
（Bailey

）
と
の
間
で
金
銭
消
費

貸
借
契
約
を
結
び
、
Ｘ
Ａ
の
債
務
保
証
を
目
的
と
し
て
Ｐ
に
対
す
る
譲
渡
抵
当
権
を
本
件
土
地
上
に
設
定
し
た
。
Ａ
は
Ｐ
に
対
す
る
債
務

の
弁
済
を
行
う
た
め
に
、
貸
主
Ｙ
（
被
告Radom

ski

）
と
新
た
に
金
銭
消
費
貸
借
契
約
を
結
び
、
Ａ
の
債
務
保
証
を
目
的
と
し
て
Ｙ
に
対

す
る
譲
渡
抵
当
権
を
本
件
土
地
上
に
設
定
し
た
。
Ｙ
と
の
金
銭
消
費
貸
借
契
約
に
際
し
て
、
Ａ
は
こ
の
契
約
が
自
身
と
Ａ
の
夫
Ｘ
の
利
益

の
た
め
で
あ
る
と
偽
り
、
さ
ら
に
Ｙ
の
譲
渡
抵
当
権
の
設
定
に
際
し
て
Ｘ
の
サ
イ
ン
を
偽
造
し
た
。
Ｙ
は
偽
造
さ
れ
た
譲
渡
抵
当
権
の
設

定
に
関
し
て
善
意
で
あ
っ
た
。
Ａ
は
Ｙ
か
ら
の
借
入
金
に
よ
り
Ｐ
に
対
す
る
債
務
を
弁
済
し
、
Ｐ
の
譲
渡
抵
当
権
の
抹
消
登
記
を
行
っ
た
。

そ
の
後
Ａ
Ｙ
間
に
お
け
る
金
銭
消
費
貸
借
契
約
が
債
務
不
履
行
に
陥
っ
た
た
め
、
Ｙ
は
譲
渡
抵
当
権
を
実
行
し
、
本
件
土
地
を
Ｚ
（
被
告

W
alker

）
へ
売
却
し
た
。
善
意
の
買
受
人
Ｚ
は
、
Ｙ
か
ら
本
件
土
地
を
買
い
受
け
、
本
件
土
地
の
所
有
権
移
転
登
記
を
獲
得
し
た
。
現
在

本
件
土
地
の
登
記
上
に
は
、
所
有
権
者
Ｚ
の
み
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
Ｘ
は
Ｙ
の
譲
渡
抵
当
権
の
設
定
が
偽
造
に
よ
り
無
効
で
あ
る
と
主

張
し
て
、
Ｚ
の
所
有
権
移
転
登
記
の
抹
消
、
Ｐ
の
譲
渡
抵
当
権
抹
消
登
記
の
取
り
消
し
お
よ
び
Ｘ
Ａ
を
Ｐ
の
譲
渡
抵
当
権
の
負
担
の
あ
る

本
件
土
地
の
共
同
所
有
権
者
と
す
る
登
記
の
回
復
を
請
求
し
た
。

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
控
訴
裁
判
所
か
ら
の
上
訴
を
受
け
た
イ
ギ
リ
ス
枢
密
院
は
、
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
登
記
の
機
能
は
、

登
記
名
義
人
の
権
原
の
得
喪
を
担
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
登
記
名
義
人
が
偽
造
に
よ
る
無
効
な
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
取
得
ま
た

は
喪
失
し
た
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
権
原
の
取
得
ま
た
は
喪
失
は
有
効
で
あ
る
と
し
、
無
効
な
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
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し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
判
示
し
た
。
さ
ら
に
、
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対

し
て
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
る
権
原
の
保
護
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
真
の
権
利
者
が
有
す
る
対
人
的
権
利
（right in personam

）
の
行

使
が
こ
れ
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
し
か
し
真
の
権
利
者
が
対
人
的
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
の
で
き
る

登
記
名
義
人
は
、
真
の
権
利
者
の
権
原
の
喪
失
に
対
し
て
直
接
的
に
責
任
を
負
う
者
に
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
真
の
権
利
者
の
権
原
の
喪

失
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
は
、
真
の
権
利
者
は
対
人
的
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
）
62
（

い
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
譲
渡
抵
当
権
者
Ｙ
が
譲
渡
抵
当
権
設
定
登
記
の
偽
造
に
関
与
し
て
い
な
い
た
め
、
真
の
権
利
者
Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
て
対
人
的

権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
Ｙ
は
善
意
で
譲
渡
抵
当
権
の
設
定
登
記
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
か
ら
権
原
の
覆
滅
不

可
能
性
が
適
用
さ
れ
、
Ｘ
の
Ｙ
に
対
す
る
譲
渡
抵
当
権
の
抹
消
登
記
請
求
は
退
け
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
Ｘ
は
、
Ｙ
の
譲
渡
抵
当
権
の
実
行

に
基
づ
き
本
件
土
地
の
所
有
権
移
転
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
Ｚ
に
対
す
る
所
有
権
の
回
復
登
記
請
求
も
、
退
け
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
。

　

Frazer

事
件
は
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
と
解
す
る
こ
と
を
示
し
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
）
63
（

ス
で
あ
る
。

Frazer

事
件
枢
密
院
判
決
に
よ
り
、
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
は
、
偽
造
に
よ
る
不
動
産
取
引
の
無
効
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、

権
原
の
覆
滅
不
可
能
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
）
64
（

た
。
ま
たFrazer

事
件
枢
密
院
判
決
で
は
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
は
登
記
上
の
記

載
さ
れ
た
権
益
に
の
み
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
登
記
名
義
人
に
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
が
適
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
真
の
権

利
者
が
有
す
る
対
人
的
権
利
の
行
使
が
即
時
的
に
妨
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
）
65
（

る
。Frazer

事
件
に
お
い
て
、
仮

に
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
善
意
の
登
記
名
義
人
Ｚ
の
権
原
は
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
こ

と
と
な
る
。Frazer

事
件
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
控
訴
裁
判
所
は
、
Ｚ
に
対
し
て
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
と

し
て
、
Ｘ
の
登
記
回
復
請
求
権
の
行
使
を
退
け
て
お
）
66
（

り
、
こ
の
こ
と
か
ら
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
を
採
用
し
た
と
も
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
、Fazer

事
件
枢
密
院
判
決
は
、
譲
渡
抵
当
権
者
Ｙ
に
対
し
て
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
を
認
め
た
。
Ｙ
に
対
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し
て
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
覆
滅
不
可
能
性
は
、
即
時
的
覆
滅
不

可
能
性
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
意
図
がFrazer

事
件
枢
密
院
に
は
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、Frazer

事
件

判
決
の
射
程
範
囲
は
、
偽
造
ま
た
は
そ
の
他
の
無
効
事
由
に
よ
る
不
動
産
取
引
の
事
案
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し

Frazer
事
件
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
事
案
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
事
案
に
ま
でFrazer

事
件
の
射
程
が
及
ぶ
と
は

明
言
し
難
い
。

4
　M

ayer

事
）
67
（

件
（M

ayer v Coe

）

　

M
ayer

事
件
は
、
登
記
名
義
人
Ｘ
（
原
告M

ayer

）
が
所
有
す
る
土
地
・
建
）
68
（
物
（
以
下
、
本
件
土
地
・
建
物
と
い
う
）
上
に
設
定
さ
れ
て
い

る
譲
渡
抵
当
権
に
対
す
る
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
め
ぐ
り
、
Ｘ
と
譲
渡
抵
当
権
者
Ｙ
（
被
告Coe

）
が
争
っ
た
事
案
で
あ
る
。
本
件
土

地
・
建
物
の
所
有
権
の
登
記
名
義
人
Ｘ
は
、
ソ
リ
シ
タ
ー
Ａ
（H

oytash

）
に
対
し
て
本
件
土
地
・
建
物
を
購
入
す
る
権
限
を
授
与
し
て

い
た
。
Ａ
は
買
主
Ｘ
の
た
め
に
本
件
土
地
・
建
物
を
売
主
Ｐ
（Selm

a Falk

）
か
ら
購
入
し
た
が
、
Ｘ
に
対
す
る
本
件
土
地
・
建
物
の
所

有
権
移
転
登
記
を
行
わ
な
か
っ
た
。
Ａ
は
自
己
の
た
め
の
金
銭
の
借
り
入
れ
を
目
的
と
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
借
主
Ｘ
の
代
理
人

で
あ
る
と
偽
り
、
貸
主
Ｙ
（
被
告Coe

）
と
の
間
で
金
銭
消
費
貸
借
契
約
を
結
び
、
Ｘ
の
債
務
保
証
を
目
的
と
し
て
Ｙ
に
対
す
る
譲
渡
抵

当
権
を
本
件
土
地
・
建
物
上
に
設
定
し
た
。
譲
渡
抵
当
権
の
設
定
登
記
に
際
し
て
、
Ａ
は
Ｘ
の
サ
イ
ン
を
偽
造
し
た
が
、
Ｙ
は
こ
の
偽
造

に
関
し
て
善
意
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
本
件
土
地
・
建
物
の
Ｘ
に
対
す
る
所
有
権
移
転
お
よ
び
Ｙ
に
対
す
る
譲
渡
抵
当
権
の
設
定
が
同
時

に
登
記
さ
れ
た
。
現
在
本
件
土
地
・
建
物
の
登
記
上
に
は
、
Ｙ
の
譲
渡
抵
当
権
の
負
担
の
あ
る
土
地
・
建
物
の
所
有
権
者
Ｘ
が
記
録
さ
れ

て
い
る
。
Ｘ
は
偽
造
に
よ
る
譲
渡
抵
当
権
設
定
登
記
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
Ｙ
の
譲
渡
抵
当
権
設
定
登
記
の
抹
消
を
請
求
し

た
。

　

ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
最
高
裁
判
所
は
、
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
、
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権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
判
示
し
た
。
さ
ら
に
登
記
名
義
人
に
対
し
て
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
が
適
用
さ
れ
る
要
件

と
し
て
、
善
意
の
登
記
名
義
人
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
真
の
権
利
者
が
登
記
名
義
人
に
対
し
て
対
人
的
権
利
を
行
使
す
る
余
地
が
残
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
よ
っ
て
、
譲
渡
抵
当
権
者
Ｙ
が
譲
渡
抵
当
権
の
偽
造
に
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
真
の
権
利
者
Ｘ
は
Ｙ

に
対
し
て
対
人
的
権
利
を
行
使
す
る
余
地
が
な
く
、
さ
ら
に
Ｙ
は
善
意
で
譲
渡
抵
当
権
設
定
登
記
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
か
ら
権
原
の
覆

滅
不
可
能
性
が
適
用
さ
れ
、
Ｘ
の
Ｙ
に
対
す
る
譲
渡
抵
当
権
抹
消
登
記
請
求
は
退
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

M
ayer

事
件
は
、
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
、
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
も
権
原
の
覆
滅
不
可
能

性
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
、
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
を
示
し
た
事
案
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
無
効
原
因
の
存
在
す
る
不
動
産
取
引
に

基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
登
記
名
義
人
に
対
し
て
は
、
登
記
名
義
人
の
害
意
の
不
存
在
と
真
の
権
利
者
に
登
記
名
義
人
に
対
す
る
対
人
的

権
利
行
使
の
余
地
が
な
い
こ
と
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
、
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
可
否
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

M
ayer

事
件
に
お
け
る
重
要
な
点
は
、
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
に
お
い
て
初
め
）
69
（
て
、
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
を
採
用
し
、

偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
、
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
る
権
原
の
保
護
を
認
め
た

こ
と
に
あ
）
70
（
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、M

ayer

事
件
は
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
の
事
案
で
は
あ
る
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
他
州
の

事
案
に
対
し
て
も
、
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
を
示
し
た
事
案
で
あ
ろ
う
。

5
　Breskvar

事
）
71
（

件
（Breskvar v W

all

）

　

Breskvar

事
件
は
、
真
の
権
利
者
Ｘ
（
原
告Breskvar

）
の
土
地
（
以
下
、
本
件
土
地
と
い
う
）
に
お
け
る
所
有
権
移
転
登
記
請
求
権
の

優
劣
を
め
ぐ
り
、
Ｘ
と
本
件
土
地
の
売
買
契
約
に
基
づ
き
所
有
権
を
獲
得
し
た
Ｚ
（
被
告Alban Pty. Ltd.

）
が
争
っ
た
事
案
で
あ
る
。
本

件
土
地
の
真
の
権
利
者
Ｘ
は
貸
主
Ａ
（
被
告Petrie

）
と
の
間
で
金
銭
消
費
貸
借
契
約
を
行
い
、
借
主
Ｘ
の
債
務
保
証
を
目
的
と
し
て
譲

受
人
欄
が
空
欄
と
な
っ
て
い
る
本
件
土
地
の
譲
渡
証
書
（instrum

ent of transfer

）
を
Ａ
に
交
付
し
た
。
ク
ィ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
一
八
九
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四
年
印
紙
税
法
（Stam

p Act of 1894

）
は
、
空
欄
の
あ
る
土
地
の
譲
渡
証
書
を
譲
受
人
に
交
付
し
た
場
合
、
こ
の
交
付
が
無
効
と
な
る

こ
と
を
定
め
て
い
る
。
自
身
の
孫
Ｙ
（
被
告W

all

）
の
代
理
権
を
有
し
て
い
た
Ａ
は
、
Ｘ
か
ら
受
け
取
っ
た
本
件
土
地
の
譲
渡
証
書
の
譲

受
人
欄
に
、
害
意
の
意
思
を
も
っ
て
Ｙ
の
名
前
を
記
入
し
、
譲
渡
人
Ｘ
か
ら
譲
受
人
Ｙ
に
対
す
る
本
件
土
地
の
譲
渡
を
偽
造
し
た
。
そ
の

後
Ｘ
か
ら
Ｙ
に
対
す
る
本
件
土
地
の
譲
渡
が
登
記
さ
れ
た
た
め
、
Ｙ
は
本
件
土
地
所
有
権
の
登
記
名
義
人
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
Ａ
は
売
主

Ｙ
の
代
理
人
と
し
て
、
善
意
の
買
主
Ｚ
（
被
告Alban Pty. Ltd.

）
と
本
件
土
地
の
売
買
契
約
を
結
ん
だ
。
Ｚ
が
本
件
土
地
の
所
有
権
移
転

登
記
申
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
が
Ｙ
Ｚ
間
の
売
買
契
約
締
結
後
、
Ｚ
の
所
有
権
移
転
登
記
申
請
前
に
予
告
登
）
72
（
記
（caveat

）
を
行
っ
て

い
た
た
め
、
Ｚ
は
本
件
土
地
の
所
有
権
移
転
登
記
を
留
保
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
現
在
本
件
土
地
の
登
記
上
に
は
、
所
有
権
者
Ｙ
が
記

録
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｘ
の
予
告
登
記
も
付
さ
れ
て
い
る
。
Ｘ
は
Ａ
に
対
す
る
土
地
譲
渡
証
書
の
交
付
が
法
律
の
規
定
に
違
反
し
無
効
で
あ

る
こ
と
、
お
よ
び
Ｘ
Ｙ
間
の
売
買
契
約
が
偽
造
に
よ
り
無
効
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
Ｙ
の
所
有
権
の
抹
消
登
記
を
請
求
し
、
さ
ら
に
Ｘ

は
予
告
登
記
を
行
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
Ｘ
の
登
記
回
復
請
求
権
が
Ｚ
の
所
有
権
移
転
登
記
請
求
権
に
優
先
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

　

ク
ィ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
最
高
裁
判
所
か
ら
の
上
訴
を
受
け
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
法
律
の
規
定
違
反
に
よ
る
不
動
産

取
引
お
よ
び
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
が
適
用
さ

れ
る
こ
と
を
判
示
し
た
。
し
か
し
、
本
件
土
地
所
有
権
の
登
記
名
義
人
Ｙ
の
代
理
人
Ａ
は
、
害
意
の
意
図
を
も
っ
て
Ｘ
Ｙ
間
の
本
件
土
地

の
譲
渡
を
偽
造
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｙ
は
Ａ
の
害
意
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
よ
っ
て
、
Ｙ
は
登
記
を
獲
得
し
て
も
覆
滅
不
可

能
性
に
よ
る
権
原
の
保
護
が
認
め
ら
れ
ず
、
真
の
権
利
者
Ｘ
は
Ａ
の
害
意
を
理
由
と
し
、
Ｙ
に
対
し
て
本
件
土
地
の
登
記
回
復
請
求
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
て
登
記
回
復
請
求
を
行
う
以
前
に
、
善
意
の
買
主
Ｚ
が
本
件
土
地
の
売
買
契
約
に
基
づ
き
所

有
権
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
優
劣
を
争
う
権
利
は
、
Ｘ
の
証
書
偽
造
に
基
づ
く
所
有
権
の
登
記
回
復
請
求
権
と
Ｚ
の
売
買
に
基

づ
く
所
有
権
移
転
登
記
請
求
権
と
の
衡
平
法
上
の
権
利
と
な
る
。
Ｘ
は
債
務
保
証
を
目
的
と
し
て
Ａ
に
本
件
土
地
の
譲
渡
証
書
を
交
付
し

た
時
点
で
予
告
登
記
を
行
い
、
Ａ
が
利
己
的
本
件
土
地
の
譲
渡
を
行
う
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
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ち
に
予
告
登
記
を
行
う
こ
と
を
怠
っ
て
い
る
。
本
件
土
地
の
買
主
Ｚ
が
売
主
Ｙ
の
代
理
人
Ａ
と
本
件
土
地
の
売
買
契
約
を
行
っ
た
際
、
Ｙ

の
登
記
上
に
は
Ｘ
の
予
告
登
記
が
記
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
Ｚ
は
Ｙ
の
土
地
に
は
な
ん
ら
負
担
が
存
在
し
な
い
も
の
と
信
頼
し
取
引
を
行
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
善
意
の
買
主
Ｚ
の
本
件
土
地
に
対
す
る
所
有
権
移
転
登
記
請
求
が
、
真
の
権
利
者
Ｘ
の
所
有
権
回
復
登
記
請

求
に
優
先
す
）
73
（
る
。
よ
っ
て
、
Ｚ
は
本
件
土
地
の
所
有
権
者
と
し
て
登
記
を
獲
得
し
、
Ｘ
の
予
告
登
記
は
抹
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

Breskvar
事
件
は
、M

ayer

事
件
に
続
き
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
と
解
す
る
こ
と
を
判
示
し
た
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
の
事
案
で
あ
）
74
（
る
。Breskvar

事
件
に
お
い
て
真
の
権
利
者
Ｘ
は
、
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
を
採
用
し
たClem

ents

事
件

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
最
高
裁
判
所
判
決
に
お
い
て
示
さ
れ
た
、
偽
造
の
な
い
有
効
な
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
の
移
転
が
行
わ
れ
な

け
れ
ば
、
権
原
の
移
転
も
生
じ
な
い
と
い
う
傍
論
を
引
用
し
、
真
の
権
利
者
Ｘ
か
ら
害
意
の
登
記
名
義
人
Ｙ
に
対
し
て
は
権
原
の
移
転
が

生
じ
て
い
な
い
た
め
、
Ｙ
は
善
意
の
買
主
Ｚ
に
対
し
て
移
転
可
能
な
権
原
を
有
し
て
い
な
い
と
主
張
し
）
75
（

た
。
し
か
し
、Breskver

事
件

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、Clem

ents

事
件
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
断
は
誤
り
で
あ
り
、
即
時
的
覆
滅

不
可
能
性
の
解
釈
を
採
用
し
たFrazer

事
件
枢
密
院
判
決
の
判
断
に
従
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
う
え
で
、
害
意
の
登
記
名
義
人

Ｙ
が
登
記
を
獲
得
し
た
場
合
に
は
、
Ｘ
か
ら
Ｙ
に
対
し
て
権
原
の
移
転
が
生
じ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
Ｘ
に
よ
り
覆
滅
可
能
な
権
原
が
移

転
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｙ
の
Ｚ
に
対
す
る
権
原
の
移
転
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
）
76
（

た
。
こ
の
こ
と
か
らBreskvar

事
件
に
お
い
て

は
、
Ｘ
は
本
件
土
地
の
善
意
の
買
主
Ｚ
と
の
間
で
衡
平
法
上
の
権
利
の
優
劣
を
争
う
こ
と
と
な
っ
た
。
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
で
は
、

衡
平
法
上
の
権
利
の
よ
う
な
未
登
記
の
権
利
の
優
劣
を
決
す
る
際
に
、
先
に
権
利
を
取
得
し
た
者
が
、
そ
の
後
に
権
利
を
取
得
し
た
者
に

優
先
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
）
77
（

る
。
未
登
記
の
権
利
者
に
は
、
予
告
登
記
に
よ
り
そ
の
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
先

に
権
利
を
取
得
し
た
者
が
予
告
登
記
を
行
う
こ
と
を
懈
怠
し
た
場
合
に
は
、
後
に
権
利
を
取
得
し
た
者
が
優
先
す
る
こ
と
と
な
）
78
（
る
。

Breskver

事
件
に
お
い
て
も
、
真
の
権
利
者
Ｘ
の
予
告
登
記
の
懈
怠
を
理
由
と
し
て
善
意
の
買
主
Ｚ
の
所
有
権
移
転
登
記
請
求
権
を
優

先
さ
せ
る
結
論
を
導
い
て
い
る
。
よ
っ
てBreskver

事
件
判
決
の
意
義
は
、
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
登
記
の
機
能
と
は
、
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登
記
名
義
人
に
対
し
て
権
原
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
無
効
な
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
移
転
し
た
登
記
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
さ

ら
に
害
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
も
権
原
の
移
転
が
生
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
判
）
79
（

示
し
た
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
る
。

6
　
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
の
判
例
分
析

　

即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
に
よ
る
と
、
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
は
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
。
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
の
も
と
に
お
い
て
は
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、
登
記
名
義
人

の
害
意
の
不
存
在
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
登
記
名
義
人
の
害
意
の
有
無
が
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
可
否
を
決
し
て

お
り
、
不
動
産
取
引
の
有
効
ま
た
は
無
効
が
登
記
名
義
人
に
対
す
る
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
可
否
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
は
、
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
登
記
の
機
能
を
、
土
地
の
権
原
を
登
記
名

義
人
に
与
え
る
ま
た
は
登
記
名
義
人
か
ら
奪
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
た
と
え
不
動
産
取
引
自
体
が
無
効
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
無
効
の
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
の
移
転
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
前
主
の
権
原
は
登
記
の
移
転
に
よ
り
奪
わ
れ
、
後
主
の
権

原
は
登
記
の
移
転
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
）
80
（

る
。
よ
っ
て
、
登
記
名
義
人
の
害
意
の
有
無
を
問
題
と
し
、
登
記
名
義
人

に
対
す
る
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
可
否
を
判
断
す
る
こ
と
が
妥
当
と
な
る
。

㈢　

小　

括

　

以
上
の
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
を
め
ぐ
る
判
例
の
分
析
を
通
し
て
、
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
事
案
は
、
法
律
の

規
定
違
反
に
よ
る
無
効
の
不
動
産
取
引
お
よ
び
真
の
権
利
者
の
ソ
リ
シ
タ
ー
ま
た
は
代
理
人
に
よ
る
不
動
産
取
引
の
偽
造
に
関
す
る
事
案

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
判
例
に
共
通
し
て
い
る
争
点
は
、
不
動
産
取
引
自
体
に
、
例
え
ば
不
動
産
取
引
証
書
に

お
け
る
取
引
当
事
者
サ
イ
ン
の
偽
造
と
い
っ
た
無
効
事
由
が
存
在
し
た
場
合
に
、
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
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の
適
用
を
認
め
る
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
）
81
（
る
。
こ
れ
ら
の
判
例
か
ら
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
と
し
て
、
延
期
的
覆
滅
不
可

能
性
お
よ
び
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
と
い
う
二
つ
の
解
釈
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
意
義
に
対

し
て
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
解
釈
が
存
在
す
る
理
由
と
し
て
は
、
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
制
度
理
念
に
対
す
る
理
解
が
各
解
釈
に
お
い

て
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
は
、
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
も
と
に
お
い
て
は
、
偽
造

ま
た
は
無
効
事
由
の
存
在
す
る
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
ま
で
、
有
効
な
権
原
を
与
え
る

こ
と
を
法
律
は
規
定
し
て
い
な
い
と
い
う
理
解
に
基
づ
く
。
他
方
、
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
は
、
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
も

と
に
お
い
て
は
登
記
が
重
要
な
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
登
記
の
機
能
は
登
記
名
義
人
に
権
原
を
与
え
る
ま
た
は
奪
う
も
の
で

あ
る
と
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
制
度
理
念
に
対
す
る
理
解
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
善
意

の
登
記
名
義
人
に
対
す
る
権
原
保
護
要
件
お
よ
び
不
動
産
登
記
制
度
に
お
い
て
排
除
さ
れ
る
べ
き
危
険
性
に
関
し
て
も
、
権
原
の
覆
滅
不

可
能
性
の
解
釈
の
違
い
に
よ
り
差
異
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
ず
権
原
保
護
要
件
に
関
し
て
は
、
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
に
よ

れ
ば
、
偽
造
ま
た
は
無
効
事
由
の
存
在
す
る
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
場
合
、
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
に

対
し
て
も
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
権
原
が
適
用
さ
れ
ず
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
が
適
用
さ
れ
る
善
意
の
登
記
名
義
人
は
偽
造
ま
た
は
無

効
事
由
の
存
在
し
な
い
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
者
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
の

解
釈
に
よ
る
と
、
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
は
、
た
と
え
不
動
産
取
引
自
体
が
無
効
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
権
原

の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
有
効
な
不
動
産
取

引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
が
現
れ
る
ま
で
、
登
記
名
義
人
に
対
す
る
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
が
延
期
さ

れ
る
た
め
、
真
の
権
利
者
に
対
し
て
登
記
回
復
請
求
を
認
め
る
期
間
が
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
よ
り
も
延
伸
す
る
こ
と
と
な
り
、

こ
れ
は
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
と
比
較
す
る
と
、
真
の
権
利
者
保
護
に
傾
向
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
不
動
産
登
記
制
度

に
お
い
て
排
除
さ
れ
る
べ
き
危
険
性
に
関
し
て
は
、
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
に
潜
在
し
て
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い
る
無
効
な
不
動
産
取
引
に
よ
り
真
の
権
利
者
が
直
ち
に
自
身
の
権
原
を
失
う
と
い
う
危
険
）
82
（
性
を
不
当
で
あ
る
と
考
え
、
真
の
権
利
者
の

利
益
保
護
を
重
視
す
る
。
他
方
、
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
で
は
、
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
に
潜
在
し
て
い
る
善
意
の
登
記

名
義
人
で
あ
っ
て
も
無
効
な
不
動
産
取
引
に
よ
り
登
記
を
獲
得
し
て
い
た
場
合
に
は
、
常
に
真
の
権
利
者
か
ら
登
記
の
回
復
請
求
を
受
け

る
危
険
性
に
晒
さ
れ
る
と
い
う
）
83
（
点
を
不
当
で
あ
る
と
考
え
、
登
記
名
義
人
の
利
益
保
護
に
重
点
を
置
く
も
の
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
に
関
す
る
解
釈
が
一
義
的
で
は
な
く
、
真
の
権
利
者
と
登
記
名
義
人
と
の
利
益
調
整
に
差
異
が
生

じ
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
は
常
に
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
お
よ
び
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
ど
ち
ら
の
解
釈
を
も
っ
て
利
益
調
整
を
行
う
べ

き
か
と
い
う
、
重
大
な
判
断
の
局
面
に
立
た
さ
れ
て
い
）
84
（

る
。
現
在
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
覆
滅
不
可
能
性

を
原
則
と
し
て
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
と
解
釈
し
て
い
）
85
（
る
。
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
の
長
所
は
、
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
権
原
の

覆
滅
不
可
能
性
を
適
用
す
る
こ
と
か
ら
、
不
動
産
取
引
の
安
全
性
お
よ
び
迅
速
性
に
大
き
く
貢
献
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
に
お
い
て
も
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
と
解
釈
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
一
定
の
非
難
が
向
け
ら
れ
て

い
）
86
（

る
。
特
に
、
譲
渡
抵
当
権
に
関
す
る
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
を
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
と
解
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
反
対
す
る
見
）
87
（

解
も

あ
り
、
近
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
判
例
に
お
い
て
は
、
譲
渡
抵
当
権
に
対
す
る
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
が
流
動
的
と
な
っ
て
い
）
88
（
る
。

四　

結
び
に
か
え
て

　

本
稿
は
、
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
最
も
特
徴
的
な
点
で
あ
る
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
に
関
す
る
判
例
分
析
を
通
し
て
、
権
原
の
覆

滅
不
可
能
性
の
意
義
を
め
ぐ
る
解
釈
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
の
判
例
か
ら
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
に
対
し
て
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
お
よ
び
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
と
い
う
二
つ
の
解
釈
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
が
明
確
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
は
一
義
的
な
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も
の
で
は
な
く
、
異
な
る
解
釈
に
よ
り
真
の
権
利
者
と
登
記
名
義
人
と
の
利
益
調
整
に
変
化
が
生
ず
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
妥
当
範
囲
を
探
究
す
る
に
あ
た
り
、
今
後
検
討
を
要
す
る
問

題
が
山
積
し
て
い
る
こ
と
も
、
判
例
の
分
析
か
ら
見
え
て
き
た
。
第
一
の
問
題
点
と
し
て
は
、
害
意
お
よ
び
対
人
的
権
利
と
い
っ
た
権
原

の
覆
滅
不
可
能
性
の
例
外
の
範
囲
で
あ
る
。
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
例
外
は
、
真
の
権
利
者
の
保
護
範
囲
を
限
界
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
真
の
権
利
者
と
登
記
名
義
人
と
の
利
益
調
整
に
大
き
く
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
の
問
題
点
と
し
て
は
、

権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
て
い
る
、
補
償
基
金
制
度
の
運
用
の
実
体
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
検
討

を
行
っ
た
判
例
の
中
に
は
、
真
の
権
利
者
が
自
身
の
利
益
保
護
の
予
備
的
請
求
と
し
て
補
償
基
金
に
対
す
る
損
失
補
償
を
請
求
し
て
い
る

事
案
が
あ
っ
）
89
（
た
。
真
の
権
利
者
は
覆
滅
不
可
能
性
の
機
能
に
よ
り
権
原
を
喪
失
し
た
場
合
、
補
償
基
金
に
対
し
て
損
失
の
補
償
を
請
求
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
真
の
権
利
者
は
権
原
の
喪
失
に
対
す
る
充
分
な
補
償
を
補
償
基
金
か
ら
受
け
る
こ
と
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
補
償
基
金
の
運
用
実
体
に
つ
い
て
も
考
察
を
行
う
こ
と
は
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
に
お
け
る
真
の
権
利
者

と
登
記
名
義
人
と
の
利
益
調
整
の
在
り
方
を
考
察
す
る
う
え
で
重
要
な
観
点
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
上
の
点
を
今
後
の
検
討
課
題
と
し
、

本
稿
の
結
び
に
か
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
）  

不
動
産
登
記
法
一
条
、
幾
代
通
＝
徳
本
伸
一
（
一
九
九
四
）『
不
動
産
登
記
法
（
第
四
版
）』（
有
斐
閣
）
一
三
頁
、
鎌
田
薫
（
一
九
九
八
）「
不

動
産
登
記
制
度
の
基
本
原
則
」
鎌
田
薫
＝
寺
田
逸
郎
＝
小
池
信
行
編
『
新
不
動
産
登
記
講
座
第
一
巻
総
論
Ⅰ
』（
日
本
評
論
社
）
二
五
頁
、
山
本

修
ほ
か
（
一
九
九
九
）「
諸
外
国
と
わ
が
国
の
不
動
産
登
記
制
度
の
比
較
研
究

―
特
に
不
動
産
物
権
変
動
シ
ス
テ
ム
と
所
有
権
譲
渡
・
登
記

（
謄
記
・
登
録
）
等
に
関
す
る
証
書
を
中
心
と
し
て

―
」
Ｔ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
会
報
九
四
号
七
八
頁
参
照
。

（
2
）  

幾
代
＝
徳
本
・
前
掲
注
（
1
）
一
五
頁
参
照
。
物
権
が
絶
対
的
か
つ
排
他
的
な
権
利
で
あ
る
以
上
、
実
態
上
の
物
権
の
帰
属
形
態
を
迅
速
か
つ

正
確
に
登
記
上
に
公
示
し
な
け
れ
ば
、
第
三
者
に
不
測
の
損
害
を
与
え
、
不
動
産
取
引
の
安
全
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
。
鎌
田
・
前
掲
注
（
1
）

二
四
頁
参
照
。
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（
3
）  

幾
代
通
（
一
九
七
三
）『
不
動
産
登
記
法
の
研
究
』（
一
粒
社
）
三
頁
参
照
。

（
4
）  

ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
等
多
く
の
国
と
地
域

で
採
用
さ
れ
て
い
る
土
地
登
記
制
度
で
あ
る
。
黒
川
裕
正
ほ
か
（
二
〇
〇
四
）「
不
動
産
登
記
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
」
Ｉ
Ｃ
Ｄ 

Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
一

七
号
九
頁
参
照
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
植
民
地
と
し
て
支
配
し
て
い
た
が
、
土
地
登
記
制
度
に
関
し
て
は
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ

ム
か
ら
多
く
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
幾
代
通
（
一
九
五
一
）「
英
法
に
お
け
る
不
動
産
取
引
法
と
登
記
制
度
（
二
）」
法
学
協
会
雑
誌
六
八
巻
八

号
四
六
頁
参
照
。

（
5
）  

本
稿
で
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
判
例
を
分
析
す
る
。

（
6
）  

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
一
七
八
八
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
流
刑
植
民
地
と
し
て
植
民
が
開
始
さ
れ
た
。
平
良
（
一
九
七
一
）「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に

お
け
る
イ
ギ
リ
ス
法
の
承
継
」
法
学
研
究
四
四
巻
七
号
三
頁
、
山
本
ほ
か
・
前
掲
注
（
1
）
九
六
頁
参
照
。

（
7
）  Butt, Peter （2010
）, Land Law （Sixth Edition

）, Thom
oson Ruters, p. 697, 743

、
良
永
和
隆
（
一
九
九
九
）「
ロ
バ
ー
ト
・
リ
チ
ャ
ー

ド
・
ト
ー
レ
ン
ス
卿

―
ト
ー
レ
ン
ス
式
登
記
制
度
の
立
案
者

―
」
専
修
大
学
法
学
研
究
所
所
報
一
八
号
五
頁
参
照
。

（
8
）  

野
村
稔
（
一
九
七
七
）「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
土
地
登
記
制
度
の
現
状
」
比
較
法
研
究
三
九
号
六
〇
頁
参
照
。
オ
ー
ル
ド
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け

る
登
記
制
度
は
、
不
動
産
譲
渡
証
書
を
登
記
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
個
々
の
不
動
産
譲
渡
証
書
を
受
付
順
に
登
記
所
の
フ
ァ
イ
ル
に
編

綴
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
在
申
請
さ
れ
て
い
る
登
記
と
既
存
の
登
記
と
の
連
続
性
や
形
式
的
整
合
性
が
保
持
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し

て
、
登
記
官
が
審
査
を
行
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
不
動
産
譲
渡
証
書
を
登
記
し
た
と
し
て
も
、
登
記
に
よ
り
取
引
当
事
者
間
に

お
け
る
不
動
産
取
引
の
有
効
性
が
保
証
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。Butt, ibid., n. 7, p. 743

、
幾
代
＝
徳
本
・
前
掲
注
（
1
）
三
頁
参
照
。

（
9
）  

権
原
の
歴
史
的
調
査
期
間
は
、
契
約
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
を
調
査
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
契
約
に
よ
り
定
め
の
な
い
場
合
は
、
過
去
一
五

年
間
に
遡
り
権
原
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
法
律
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。
野
村
・
前
掲
注
（
8
）
六
四
頁
参
照
。

（
10
）  

土
地
購
入
後
に
前
主
の
権
原
に
対
す
る
瑕
疵
が
発
見
さ
れ
た
場
合
、
現
在
の
土
地
所
有
者
は
、
過
去
の
権
原
の
瑕
疵
を
理
由
と
し
て
そ
の
利
害

関
係
人
か
ら
権
原
に
対
す
る
非
難
を
受
け
、
権
原
を
喪
失
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
オ
ー
ル
ド
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
土
地
所
有

者
は
、
常
に
権
原
喪
失
の
危
険
性
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。Stein, Robert 

（1983

） 

“the 

‘Principles, Aim
s, and H

opes

’ of Title by 
Registration

”, The A
delaide Law Review Vol. 9, N

o. 2, p. 268; H
inde, G.W

. 

（1971

） 

“Indefeasibility of Title since Frazer v. 
W

alker

”, The N
ew Zealand Torrens System

 Centennial Essays, Butter W
orths, p. 34, 

良
永
・
前
掲
注
（
7
）
五
頁
参
照
。
ま
た
、
膨

大
な
不
動
産
譲
渡
証
書
の
調
査
は
、
法
律
の
専
門
家
で
あ
る
ソ
リ
シ
タ
ー
の
知
識
と
技
術
に
頼
る
し
か
な
く
、
そ
の
た
め
高
額
な
費
用
と
長
期
の
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調
査
期
間
を
要
し
た
。
幾
代
通
（
一
九
五
二
）「
登
記
制
度
の
比
較
法
的
研
究

―
イ
ギ
リ
ス

―
」
法
律
時
報
二
四
巻
三
号
一
八
頁
参
照
、

H
inde, ibid., n. 10, p. 33, 34.

（
11
）  

小
賀
野
晶
一
（
一
九
八
〇
）「
ト
レ
ン
ス
シ
ス
テ
ム
の
展
開
過
程

―
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
中
心
に
し
て

―
」
法
研
論

集
三
〇
号
一
三
九
頁
、Butt, ibid., n. 7, p. 697, 743

、
良
永
・
前
掲
注
（
7
）
五
頁
参
照
。

（
12
）  
ト
ー
レ
ン
ス
卿
は
、
一
八
一
四
年
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
コ
ー
ク
に
生
ま
れ
た
。
一
八
三
五
年
ロ
ン
ド
ン
税
関
の
役
人
を
経
て
、
一
八
四
〇
年
に

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
赴
き
、
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
デ
レ
ー
ド
湾
の
関
税
徴
収
官
と
な
っ
た
。
一
八
五
七
年
に
行
わ
れ
た
第
一
回
連
邦
選
挙
に

お
い
て
、
ア
デ
レ
ー
ド
選
挙
区
か
ら
選
出
さ
れ
た
ト
ー
レ
ン
ス
卿
は
、
政
治
家
と
し
て
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
原
形
と
も
い
え
る
一
八
五
八

年
不
動
産
法
（Real Property Act of 1858

）
の
立
案
を
目
指
し
奔
走
す
る
。
こ
の
法
案
が
議
会
を
通
過
し
可
決
さ
れ
る
と
す
ぐ
に
ト
ー
レ
ン

ス
卿
は
政
界
を
退
き
、
自
ら
登
記
官
長
と
な
り
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
不
動
産
取
引
制
度
の
運
用
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
情
熱
を
注
い

だ
。
柳
澤
義
男
（
一
九
三
七
）「
ト
ー
レ
ン
ス
式
登
記
制
度
」
法
学
新
報
四
七
巻
九
号
一
五
九
―
一
六
一
頁
、
良
永
・
前
掲
注
（
7
）
三
、
五
―

六
頁
参
照
。
ト
ー
レ
ン
ス
卿
が
不
動
産
取
引
制
度
改
革
に
熱
意
を
傾
け
た
理
由
は
、
彼
自
身
が
法
律
の
専
門
家
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
オ
ー

ル
ド
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
不
動
産
取
引
制
度
を
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
感
じ
た
こ
と
、
さ
ら
に
彼
自
身
が
妹
の
代
理
人
と
し
て
土
地

取
引
に
携
わ
っ
た
際
、
代
理
権
の
範
囲
外
の
行
為
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
懲
戒
処
分
を
受
け
た
経
験
等
に
基
づ
く
と
い
わ
れ
て
い
る
。Stein, 

Robert T. J.

＝Stone, M
argaret A. 
（1991

） Torrens Title, Butter W
orths, p. 17; Fox, P. M

oerin 

（1950

） 

“The Story behind the 
Torrens System

”, The Australian Law
 Journal Vol. 23, p. 490

、
良
永
・
前
掲
注
（
7
）
四
頁
参
照
。

（
13
）  

良
永
・
前
掲
注
（
7
）
三
頁
、
柳
澤
・
前
掲
注
（
12
）
一
五
七
頁
参
照
。
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
船
舶
登
記
制
度
を
参
考

に
し
た
と
も
、
ド
イ
ツ
の
法
学
者
ユ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ホ
ッ
ブ
（U

lrich H
übbe

）
が
、
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
提
案
し
た
不
動
産
登
記
制
度

の
改
正
案
を
参
考
に
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
良
永
・
前
掲
注
（
7
）
八
頁
参
照
。

（
14
）  Butt, ibid., n. 7, P. 744; G

ibbs v M
esser ﹇1891

﹈ AC 248 at 254.

（
15
）  G
ibbs v M

esser 

﹇1891

﹈ AC 248 at 254. 

登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
権
原
の
保
護
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

不
動
産
購
入
者
は
権
原
の
歴
史
的
調
査
に
か
か
る
膨
大
な
費
用
お
よ
び
時
間
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。Butt, ibid., n. 7, p. 744, 
750; Stein

＝Stone, ibid., n. 12, p. 31.

（
16
）  

真
の
権
利
者
の
権
原
喪
失
に
関
す
る
国
家
補
償
ま
た
は
賠
償
は
、
登
記
の
公
信
力
と
セ
ッ
ト
と
し
て
従
来
か
ら
考
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
幾
代

＝
徳
本
・
前
掲
注
（
1
）
一
六
―
一
七
頁
、
幾
代
・
前
掲
注
（
3
）
七
頁
参
照
。
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（
17
）  Butt, ibid., n. 7, p. 752.

（
18
）  

堀
裕
（
一
九
九
一
）『
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
不
動
産
取
引
』（
同
文
舘
出
版
）
二
五
頁
、Butt, ibid., n. 7, p. 752

、
幾
代
・
前
掲
注
（
10
）
二

〇
頁
参
照
、
幾
代
・
前
掲
注
（
4
）
五
七
頁
、
山
本
ほ
か
・
前
掲
注
（
1
）
九
七
―
九
八
頁
。

（
19
）  Kerr, D

onald 

（1927

） The Princioles of The A
ustralian Lands Titles 

（Torrens

） System
, The Law

 Book C
om

pany of 
Austaralasia Lim

ited, p. 165

、
幾
代
・
前
掲
注
（
4
）
六
九
頁
、
柳
澤
・
前
掲
注
（
12
）
一
七
〇
頁
参
照
。

（
20
）  
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
る
権
原
の
保
護
が
認
め
ら
れ
て
い
る
登
記
名
義
人
の
権
益
に
は
、
単
純
不
動
産
権
（fee sim

ple

）
の
み
な
ら
ず
、
譲
渡

抵
当
権
（m

ortgage

）、
担
保
権
（charge

）、
不
動
産
貸
借
権
（lease

）
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。Butt, ibid., n. 7, p. 752.

（
21
）  

害
意
と
は
、
登
記
名
義
人
に
よ
る
不
誠
実
な
行
為
の
類
、
す
な
わ
ち
詐
欺
・
強
迫
と
い
っ
た
行
為
を
指
す
。
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
で
は
、

害
意
を
擬
制
の
害
意
（constructive fraud

）
で
は
な
く
、
事
実
上
の
害
意
（actual fraud

）
と
解
し
て
い
る
。Butt, ibid., n. 7, p. 797; 

Assets Co. v M
ere Roihi ﹇1905

﹈ AC 176 at 210

、
幾
代
・
前
掲
注
（
4
）
六
一
頁
参
照
。

（
22
）  Butt, ibid., n. 7, p. 796
、
幾
代
・
前
掲
注
（
4
）
六
一
頁
、
柳
澤
・
前
掲
注
（
12
）
一
七
〇
頁
、
堀
・
前
掲
注
（
18
）
二
五
、
二
六
頁
参
照
。

（
23
）  

真
の
権
利
者
の
範
囲
に
は
、
新
た
な
登
記
申
請
に
よ
り
権
原
を
剝
奪
さ
れ
た
権
利
者
お
よ
び
登
記
の
訂
正
に
よ
り
権
原
を
失
っ
た
権
利
者
が
含

ま
れ
る
。
三
田
地
宣
子
（
一
九
八
一
）「
登
記
に
関
す
る
国
家
賠
償
制
度

―
イ
ギ
リ
ス
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

―
」
歴
史
と
文
化
二
五
三
―
二

五
四
頁
参
照
。

（
24
）  Butt, ibid., n. 7, p. 835

、
柳
澤
・
前
掲
注
（
12
）
一
七
一
頁
、
三
田
地
・
前
掲
注
（
23
）
二
五
三
頁
参
照
。

（
25
）  

幾
代
＝
徳
本
・
前
掲
注
（
1
）
一
七
頁
、
柳
澤
・
前
掲
注
（
12
）
一
七
一
頁
、
三
田
地
・
前
掲
注
（
23
）
二
五
四
頁
参
照
。

（
26
）  

幾
代
＝
徳
本
・
前
掲
注
（
1
）
一
七
頁
、
柳
澤
・
前
掲
注
（
12
）
一
七
一
頁
、
三
田
地
・
前
掲
注
（
23
）
二
五
四
頁
参
照
。

（
27
）  

幾
代
・
前
掲
注
（
10
）
二
一
頁
、
柳
澤
・
前
掲
注
（
12
）
一
七
三
頁
、
三
田
地
・
前
掲
注
（
23
）
二
五
七
頁
参
照
。

（
28
）  

三
田
地
・
前
掲
注
（
23
）
二
六
三
頁
参
照
。

（
29
）  

こ
の
事
例
は
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
に
関
す
る
解
釈
を
説
明
す
る
際
に
、
教
科
書
に
お
い
て
一
般
的
に
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。Butt, 

ibid., n. 7, p. 753.

（
30
）  

権
原
証
明
書
に
は
、
所
有
権
者
、
土
地
の
境
界
線
、
譲
渡
抵
当
権
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
権
原
証
明
書
は
、
登
記
名
義
人
に
対
し
て
そ
の
複

写
が
交
付
さ
れ
、
原
本
は
登
記
所
に
保
管
さ
れ
る
。Teh, G

im
 Leong

＝D
w
yer, Bryan D

w
ye 

（1992

） Introduction to Property Law

（Second Edition

）, Butter W
orths, p. 75; Butt, ibid., n. 7, p. 745.

登
記
官
は
、
権
原
証
明
書
が
登
記
申
請
時
に
提
示
さ
れ
な
い
場
合
、
不
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動
産
取
引
に
関
す
る
登
記
申
請
を
退
け
る
こ
と
が
で
き
る
。Butt, ibid., n. 7, p. 748.

（
31
）  

例
と
し
て
挙
げ
た
よ
う
な
事
案
が
日
本
に
お
い
て
発
生
し
た
場
合
、
真
の
権
利
者
Ｘ
と
登
記
名
義
人
Ｙ
と
の
利
益
調
整
は
、
無
権
代
理
人
Ａ
の

表
見
代
理
が
成
立
す
る
か
否
か
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
従
っ
て
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
で
は
、
不
動
産
取
引
が
対

象
と
な
る
幅
広
い
事
案
に
お
い
て
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
に
基
づ
き
真
の
権
利
者
と
登
記
名
義
人
と
の
利
益
調
整
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

（
32
）  Teh, G

im
 Leong 

（1973 -1974

） 

“Breskvar v W
all: The End of D

eferred Indefeasibility?

”, M
elbourne U

niversity Law Review, 
Vol. 9, p. 381.

（
33
）  Butt, ibid., n. 7, p. 753; Stein

＝Stone, ibid., n. 12, pp. 87 -88.

（
34
）  G

ibbs v M
esser ﹇1891

﹈ AC 248.

（
35
）  

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
ソ
リ
シ
タ
ー
の
仕
事
は
、
訴
訟
代
理
人
を
除
い
た
す
べ
て
の
法
律
活
動
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

法
律
事
務
と
名
が
つ
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
ソ
リ
シ
タ
ー
の
仕
事
と
な
る
。
ま
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
売
主
・
買
主
の
そ
れ
ぞ
れ
が
ソ

リ
シ
タ
ー
を
選
任
し
た
う
え
で
不
動
産
取
引
を
行
っ
て
い
る
。
岡
宏
（
一
九
九
〇
）「
世
界
の
不
動
産
取
引

―
そ
の
英
知
を
知
る

―
海
外
視

察
レ
ポ
ー
ト
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
編
㊂
」
月
報
司
法
書
士
二
二
六
号
三
〇
頁
参
照
。

（
36
）  

仮
に
登
記
さ
れ
て
い
る
Ｙ
の
譲
渡
抵
当
権
が
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
り
有
効
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
真
の
権
利
者
Ｘ
は
Ｙ
の
譲
渡
抵
当
権

の
負
担
の
あ
る
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
か
ら
、
Ｘ
は
Ｙ
の
譲
渡
抵
当
権
設
定
登
記
を
行
っ
た
登
記
官
Ｑ
（
被
告G

ibbs

）
に
対
し
て
、

補
償
基
金
に
よ
る
損
失
補
償
金
の
支
払
い
を
予
備
的
に
請
求
し
た
。

（
37
）  Butt, ibid., n. 7, p. 753; Stein

＝Stone, ibid., n. 12, p. 88.

（
38
）  G

ibbs v M
esser ﹇1891

﹈ AC 248 at 257.

（
39
）  G

ibbs

事
件
枢
密
院
判
決
の
射
程
範
囲
と
し
て
、
不
動
産
取
引
の
無
効
原
因
が
、
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
に
限
定
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
は
偽

造
に
限
定
さ
れ
ず
あ
ら
ゆ
る
無
効
な
不
動
産
取
引
を
対
象
と
す
る
の
か
が
、
そ
の
判
示
内
容
か
ら
で
は
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
。

W
halan, D

ouglas J. 

（1982

） The Torrens System
 in A

ustralia, The Law
 Book Com

pany Lim
ited, p. 299; Stein

＝Stone, ibid.,  
n. 12, p. 89.

（
40
）  G

ibbs

事
件
は
、
架
空
人
物
の
介
在
と
い
う
事
案
の
特
殊
性
か
ら
、
そ
の
後
の
判
例
に
対
し
て
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
後
に
詳
述
す

る
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
るFrazer

事
件
枢
密
院
判
決
に
お
い
て
も
、
架
空
人
物
と
不
動
産
取
引
を
行
っ
た
善
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意
の
登
記
名
義
人
に
対
し
て
は
、
登
記
の
覆
滅
不
可
能
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、G

ibbs

事
件
枢
密
院
判
決
を
維
持
し
て
い
る
。Butt, 

ibid., n. 7, p. 754; Stein

＝Stone, ibid., n. 12, p. 94; Frazer v W
alker ﹇1967

﹈ AC 569 at 584.
（
41
）  Clem

ents v Ellis （1934

） 51 CLR 217.
（
42
）  
例
え
ばClem

ents

事
案
に
お
け
る
、
売
主
Ｐ
が
債
務
の
弁
済
を
行
い
本
件
土
地
上
に
設
定
さ
れ
て
い
る
譲
渡
抵
当
権
者
Ｘ
の
譲
渡
抵
当
権
を

抹
消
し
た
う
え
で
本
件
土
地
を
買
主
Ｙ
に
引
き
渡
す
と
い
っ
た
、
Ｐ
Ｙ
間
の
約
束
で
あ
る
。

（
43
）  Clem

ents

事
件
で
は
、
譲
渡
抵
当
権
抹
消
登
記
が
ソ
リ
シ
タ
ー
Ａ
に
よ
り
偽
造
さ
れ
て
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
買
主
Ｙ
は
害
意
な
く
本

件
土
地
の
売
買
契
約
を
売
主
Ｐ
と
の
間
で
行
い
、
譲
渡
抵
当
権
の
負
担
の
な
い
本
件
土
地
の
所
有
権
に
関
す
る
登
記
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

登
記
を
獲
得
し
た
時
点
で
Ｙ
は
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
に
よ
り
Ｘ
の
譲
渡
抵
当
権
の
負
担
の
な
い
本
件
土
地
の
所
有
者
と
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
し
て
、
判
決
に
反
対
す
る
裁
判
官
の
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。Clem

ents v Ellis

（1934

）51 CLR 217 at 233.

（
44
）  Clem

ents v Ellis
（1934

）51 C.L.R. 271 at 236.

（
45
）  Clem

ents v Ellis

（1934
）51 C.L.R. 271 at 237.

（
46
）  Clem

ents

事
件
は
、
後
に
詳
述
す
るBoyd

事
件
の
後
に
判
示
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。Clem

ents

事
件
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
最
高
裁
判
所

の
見
解
は
、
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
と
法
律
の
規
定
違
反
に
よ
る
不
動
産
取
引
と
の
間
に
合
理
的
な
差
異
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

理
由
か
ら
、
権
原
の
履
滅
不
可
能
性
を
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
、Boyd

事
件
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
控
訴
裁
判
所

判
決
に
反
対
す
る
裁
判
官
の
見
解
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
たClem

ents

事
件
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、G

ibbs

事
件
枢

密
院
判
決
は
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
不
動
産
取
引
が
無
効
と
な
る
あ
ら
ゆ
る
事
案
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
そ
の
射
程

を
広
く
解
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。Stein

＝Stone, ibid., n. 12, p. 93; Boyd v M
ayor （1924

） NZLR 1174 at 1200.

（
47
）  

偽
造
ま
た
は
他
の
無
効
事
由
が
存
在
し
な
い
有
効
な
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
こ
そ
、
延
期
的
覆
滅
不
可

能
性
の
解
釈
が
想
定
し
て
い
る
「
善
意
の
第
三
者
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
48
）  Stein

＝Stone, ibid., n. 12, p. 88.

（
49
）  

延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
不
動
産
購
入
者
が
当
該
取
引
の
有
効
性
に
関
す
る
調
査
を
尽
く
し
た
と
し
て
も
、
不
動
産
取
引

に
偽
造
ま
た
は
他
の
無
効
事
由
が
存
在
し
た
場
合
に
は
、
善
意
の
登
記
名
義
人
は
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
た
め
、
不
動
産
購
入
者
は
取
引
の
有
効
性
に
対
し
て
疑
問
を
有
し
た
場
合
に
は
取
引
に
入
る
こ
と
を
中
止
す
る
か
、
取
引
に
無
効
と
な
る
事

由
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
取
引
を
行
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
取
引
の
無
効
事
由
を
作
出
し
た
者
に
対
し
て
取
引
に
よ
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り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
請
求
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。

（
50
）  

例
え
ば
、G

ibbs

事
件
に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
一
八
六
六
年
土
地
譲
渡
法
（
三
〇
一
号
）（Transfer of Land Statute, N

o. 
301 of 1866

）。

（
51
）  G

ibbs v M
esser ﹇1891

﹈ AC 248 at 257 -258.
（
52
）  Teh, ibid., n. 32, p. 381.

（
53
）  Butt, ibid., n. 7, p. 753; Stein

＝Stone, ibid., n. 12, p. 88.

（
54
）  Assets Co. M

ere Roihi 

﹇1905

﹈ AC 176. Assets

事
件
の
事
実
関
係
を
参
照
し
た
文
献
と
し
て
、G

illing, Bryan 

（2004

） 

“‘Vexatious 
and an Abuse of the Process of the Court

’: The Assets Com
pany v. M

ere Roihi Cases

”, V
ictoria U

niversity W
ellington Law 

Review Vol. 35, pp. 145 -163.

（
55
）  

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
て
以
降
、
国
王
か
ら
土
地
の
譲
与
（grand

）
を
受
け
た
者
に
対
し
て
保
存

登
記
を
強
制
し
た
。
例
え
ば
、
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
一
八
五
八
年
七
月
一
日
以
降
、
国
王
か
ら
譲
与
さ
れ
た
土
地
は
す
べ
て
強
制

的
に
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
登
記
簿
に
保
存
登
記
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
八
五
八
年
七
月
一
日
以
前
に
、
国
王
か
ら
土
地
譲
与
を
受
け
た
者

に
対
し
て
は
、
ト
ー
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
保
存
登
記
申
請
を
土
地
所
有
者
の
任
意
と
し
た
。
小
賀
野
・
前
掲
注
（
11
）
一
一
二
、
一
一
四
頁
参

照
。

（
56
）  Assets Co. M

ere Roihi ﹇1905

﹈ AC 176 at 204.

（
57
）  

幾
代
・
前
掲
注
（
4
）
五
八
頁
参
照
。

（
58
）  Boyd v M

ayor （1924

） NZLR 1174.

（
59
）  Boyd

事
件
で
は
、
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
と
法
律
の
規
定
違
反
に
よ
る
不
動
産
取
引
と
の
間
に
合
理
的
な
差
異
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
と
す
る
理
由
か
ら
、
権
原
の
履
滅
不
可
能
性
を
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
と
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
判
決
に
反
対
す
る
裁
判
官
の
見
解

も
示
さ
れ
て
い
る
。Boyd v M

ayor （1924

） NZLR 1174 at 1200.

（
60
）  Boyd v M

ayor （1924

） NZLR 1174 at 1188; Frazer v W
alker ﹇1967

﹈ AC 569 at 584.

（
61
）  Frazer v W

alker ﹇1967

﹈ AC 569.

（
62
）  Butt, ibid., n. 7, p. 819. Frazer

事
件
に
お
い
て
、
真
の
権
利
者
Ｘ
の
本
件
土
地
に
対
す
る
権
原
を
侵
害
し
た
者
は
Ｘ
の
妻
Ａ
で
あ
り
、
善

意
の
登
記
名
義
人
Ｙ
お
よ
び
Ｚ
に
対
し
て
Ｘ
が
対
人
的
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
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（
63
）  Butt, ibid., n. 7, p. 755; Stein

＝Stone, ibid., n. 12, p. 94.

（
64
）  Frazer v W

alker 

﹇1967

﹈ AC 569 at 584. 

即
時
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
を
示
し
て
い
たBoyd

事
件
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
控
訴
裁
判
所

は
、Boyd

事
件
判
決
の
射
程
が
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
の
事
案
に
は
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
と
の
見
解
を
示
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て

Frazer

事
件
枢
密
院
判
決
で
は
、
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
の
事
案
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
権
原
の
履
滅
不
可
能
性
は
即
時
的
覆
滅
不
可
能
性

と
解
釈
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
明
示
し
た
。Boyd v M

ayor 

（1924

） N
ZLR 1174 at 1188; Frazer v W

alker 

﹇1967

﹈ AC 569 
at 584.

（
65
）  Frazer v W

alker ﹇1967

﹈ AC 569 at 580, 585.

（
66
）  Frazer v W

alker ﹇1967

﹈ AC 569 at 571.

（
67
）  M

ayer v Coe （1968

） 88 W
N
 （Pt. 1

） （N
SW

） 549.

（
68
）  

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
、
建
物
は
土
地
定
着
物
（fixture

）
と
考
え
ら
れ
、
日
本
の
よ
う
に
、
別
個
独
立
し
た
不
動
産
で
は
な
い
。Teh

＝D
w
yer, ibid., n. 30, p. 76

、
堀
・
前
掲
注
（
18
）
二
七
頁
参
照
。
よ
っ
て
建
物
は
、
土
地
と
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
な
く
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
ま
た
譲
渡
抵
当
権
の
設
定
に
お
い
て
も
土
地
お
よ
び
建
物
全
体
に
そ
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
と
な
る
。Butt, ibid., n. 7, p. 41, p. 42, p. 43.

（
69
）  M

ayer

事
件
以
前
の
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
で
は
、
偽
造
さ
れ
た
不
動
産
取
引
に
基
づ
き
登
記
を
獲
得
し
た
善
意
の
登
記
名
義
人
に

対
し
て
、
権
原
の
覆
滅
不
可
能
性
の
適
用
を
認
め
な
い
と
す
る
延
期
的
覆
滅
不
可
能
性
の
解
釈
を
採
用
し
て
い
た
。M

ayer v Coe 

（1968

） 88 
W

.N. （Pt. 1

） （N.S.W
.

） 549 at 553.

（
70
）  Frazer

事
件
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
の
上
訴
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
異
な
る
裁
判
管
轄
権
か
ら
の
上
訴
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
イ

ギ
リ
ス
枢
密
院
が
議
論
の
主
題
や
問
題
の
方
針
を
示
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
枢
密
院
判
決
の
結
論
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
し
て
、

M
ayer

事
件
を
審
理
し
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
最
高
裁
判
所
は
、Frazer

事
件
枢
密
院
判
決
を
踏
襲
し
た
。M

ayer 
v Coe （1968

） 88 W
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